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(57)【要約】
　本発明は、１対の横方向に隔置された歯肉側タイウイングおよび１対の横方向に隔置さ
れた咬合側タイウイングを有し、歯肉側タイウイングおよび咬合側タイウイングは本体の
唇側表面から突出する、本体と：本体を横切って歯肉側タイウイングと咬合側タイウイン
グとの間を近心－遠心方向に延びて弧線を収納する弧線スロットと：開位置にあるときは
弧線の配置および取り外しを可能にし、閉位置にあるときはブラケット部材からの弧線の
変位を防止する、自由に摺動する制御式のロッキングまたは旋回クリップとを含む自己結
紮歯科矯正ブラケットを用いる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自己結紮歯科矯正ブラケットであって、
　１対の横方向に隔置された歯肉側タイウイングおよび１対の横方向に隔置された咬合側
タイウイングを有し、該歯肉側タイウイングおよび該咬合側タイウイングは本体の唇側表
面から突出する、該本体と；
　該本体を横切って該歯肉側タイウイングと該咬合側タイウイングとの間を近心－遠心方
向に延びて弧線を収納する弧線スロットと；
　開位置にあるときは該弧線の配置および取り外しを可能にし、閉位置にあるときはブラ
ケット部材からの該弧線の変位を防止する、自由に摺動する制御式のロッキングまたは旋
回クリップと
を含む上記自己結紮歯科矯正ブラケット。
【請求項２】
　第１の対の溝が、本体の舌側表面から距離をあけて他方の対とは反対方向に延びて、縮
小された開口部より大きい幅を有するロッキング凹部を画成し；
　第２の対の溝が、本体の舌側表面から距離をあけて他方の対とは反対方向に延びて、第
１の対の溝に対して咬合側に、縮小された開口部より大きい幅を有するロッキング凹部を
画成し；
　ロッキングクリップの舌側部分は、応力を受けている状態で変形し、係合部分が第１の
対の溝から咬合側に、縮小された開口部を通って第２の対の溝のロッキング凹部内へ開位
置まで通過することを可能にし；
　ロッキングクリップの舌側部分は、ロッキング凹部内にある間、応力を受けていない状
態に向かって戻り、したがって係合部分は、縮小された開口部を通過するのを防止され、
それによってロッキングクリップを開位置で維持し；
　ロッキングクリップの舌側部分は、応力を受けている状態で変形し、係合部分が第２の
対の溝から歯肉側に、縮小された開口部を通って第１の対の溝のロッキング凹部内へ閉位
置まで通過することを可能にし、
　ロッキングクリップの舌側部分は、ロッキング凹部内にある間、応力を受けていない状
態に向かって戻り、したがって係合部分は、縮小された開口部を通過するのを防止され、
それによってロッキングクリップを閉位置で維持する、請求項１に記載の歯科矯正ブラケ
ット。
【請求項３】
　第１の対の溝は、本体の舌側表面から距離をあけて他方の対とは反対方向に延びて、縮
小された開口部より大きい幅を有するロッキング凹部を画成し；
　先細りした開口部は、第１の対の溝から咬合側に、本体の舌側表面から延びて、ロッキ
ングクリップの舌側部分の動きを案内し；
　ロッキングクリップの舌側部分は、応力を受けている状態で変形し、係合部分が縮小さ
れた開口部を歯肉側に通過することを可能にし；
　ロッキングクリップの舌側部分は、応力を受けていない状態に向かって徐々に戻り、し
たがってクリップの舌側自由端は、本体の咬合側の壁に近づくとわずかに唇側に旋回し、
それによってロッキングクリップを開位置で維持し；
　ロッキングクリップの舌側部分は、応力を受けている状態で変形し、係合部分が開位置
から歯肉側に、縮小された開口部を通って第１の対の溝のロッキング凹部内へ閉位置まで
通過することを可能にし、
　ロッキングクリップの舌側部分は、ロッキング凹部内にある間、応力を受けていない状
態に向かって戻り、したがって係合部分は、縮小された開口部を通過するのを防止され、
それによってロッキングクリップを閉位置で維持する、請求項１に記載の歯科矯正ブラケ
ット。
【請求項４】
　クリップの舌側自由端は、クリップの顔面部分が歯肉側または咬合側に回転するとき、
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弧線スロットの底面によって生成される軸に対して旋回する、請求項１に記載の歯科矯正
ブラケット。
【請求項５】
　クリップの顔面は、標準的な歯科機器がクリップを咬合側に開くために嵌合することを
可能にする孔を収容し；
　クリップの顔面は、クリップの顔面から突出し、歯の長軸と心合わせすることによるブ
ラケットの視覚的な配置と、クリップの耐久性の強化との両方を可能にするリブを収容し
；
　本体は、クリップ上の溝に対して平行な平面上で標準的な歯科機器を案内する入り口ス
ロットを収容する、請求項１に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項６】
　クリップ爪の唇側自由端の近心部分および遠心部分は、本体および弧線スロットを越え
て延び；
　閉位置でクリップの唇側自由端に対する押込式着座を提供するために、本体からの近心
および遠心延長部として、レッジが別個の人工物として加えられ；
　本体から延ばされた近心－遠心方向の該レッジは、閉位置でクリップの唇側自由端の近
心および遠心縁部を保護するカバーを有し；
　本体から延ばされた近心－遠心方向の該レッジは、閉位置でクリップの唇側自由端の近
心縁部、遠心縁部、および歯肉側縁部を保護する密閉されたポケットを有し；
　本体から延ばされた近心－遠心方向の該レッジは、閉位置でクリップの唇側自由端の歯
肉側縁部を保護する「Ｃ字カップ」の形の開いたポケットを有する、請求項１に記載の歯
科矯正ブラケット。
【請求項７】
　連続するチャネルが、本体の舌側部分を通って歯肉側－咬合側方向に延び、閉じ込めら
れた歯石を洗浄するのを容易にし、
　クリップが静止する閉位置で近心－遠心方向に進む該連続するチャネルの深さは低減さ
れ、したがって可能な限り最も小さい弧線は治療中に閉じ込められない、
　請求項１に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項８】
　１対の横方向に隔置された歯肉側タイウイングおよび１対の横方向に隔置された咬合側
タイウイングを有し、該歯肉側タイウイングおよび該咬合側タイウイングは本体の唇側表
面から突出する、該本体と；
　該本体を横切って該歯肉側タイウイングと該咬合側タイウイングとの間を近心－遠心方
向に延びて弧線を収納する弧線スロットと；
　開位置にあるときは該弧線の配置および取り外しを可能にし、閉位置にあるときはブラ
ケット部材からの該弧線の変位を防止する、自由に摺動する制御式のロッキングクリップ
と
を含む自己結紮歯科矯正ブラケット。
【請求項９】
　第１の対のスロットが、本体を横切って歯肉側タイウイングの内側へ近心－遠心方向に
延び；
　第２の対のスロットが、第１の対のスロットに対して舌側に平行に、本体を横切って歯
肉側タイウイングの内側へ近心－遠心方向に延び；
　ロッキングクリップは、最も遠い咬合側の位置で、応力を受けている状態にあり、弧線
スロットは、ロッキングクリップの唇側部分によって覆われておらず、この位置を開位置
と呼び；
　ロッキングクリップは、開位置から歯肉側に動き、ロッキングクリップの唇側部分は第
１の対のスロット内に位置し、ロッキングクリップの唇側部分と弧線の唇側との間に接触
がなく、この位置を閉じた休止段階と呼び；
　ロッキングクリップの唇側部分は、第１の対のスロットから第２の対のスロットへ動か
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され、したがってロッキングクリップの唇側部分と弧線の唇側との間に干渉接触が生じ、
それによってクリップを活動段階の閉位置に配置する、請求項８に記載の歯科矯正ブラケ
ット。
【請求項１０】
　少数のスロットが、歯肉側タイウイングを横切って近心－遠心方向に延び、該スロット
は、該歯肉側タイウイングを部分的または完全に横切って延びることができ；
　少数のロッキングスロットが、該歯肉側タイウイングの間で近心方向に、または該歯肉
側タイウイングから遠心方向に突出し；
　自由に回転する可撓性クリップが、本体上の異なるロッキングスロット内へロックされ
る２つの歯肉側部分を有し、それによって異なる閉段階（休止状態および活動状態）をも
たらし；
　ロッキングスロットの内側の隙間は、クリップの歯肉側部分がクリップと弧線との間に
双方向性をもたらすためにすべての閉位置で隙間を有するように設計することができ；
　可撓性クリップは、咬合側タイウイング間で近心－遠心方向に挿入される２つの咬合側
部分を有し、該咬合側部分（より適切には、ヒンジ）は、円形の形状、または方形などの
円形でない形状とすることができ；
　クリップの中間部分は、クリップと弧線との間に双方向性をもたらすためにクリップと
弧線との間に隙間が生じるように設計することができ；
　本体の咬合側タイウイング間には、可撓性クリップの２つの咬合側部分（ヒンジ）が挿
入された２つのスロットがあり；該ヒンジは、円形の形状、または方形などの円形でない
形状とすることができ；該２つのスロットは、歯肉側－咬合側方向に延ばした長さを有し
、したがってクリップは、厳密に回転式とすることができ、または回転と摺動との間の組
合せとすることができる、請求項８に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項１１】
　１対のスロットが、本体を横切って歯肉側タイウイングの内側へ近心－遠心方向に延び
；
　ロッキングクリップが、２つの唇側端部、すなわち歯肉側の唇側端部および咬合側の唇
側端部を有し、クリップのプロファイルは、近心－遠心方向から見て「Ｃ」字状であり；
　ロッキングクリップは、ロッキングクリップの歯肉側部分に対して２つの唇側端部間で
異なる距離を有し；
　ロッキングクリップは、最も遠い歯肉側の位置へ動き、咬合側の唇側端部は、弧線スロ
ットの唇側開口部を覆い、ロッキングクリップの咬合側の唇側端部と弧線の唇側との間に
接触がなく、ロッキングクリップの咬合側の唇側部分は、応力のない状態であり、このブ
ラケット位置を休止段階と呼び；
　ロッキングクリップは、最も遠い咬合側の位置へ動き、歯肉側の唇側端部は、弧線スロ
ットの唇側開口部を覆い、ロッキングクリップの歯肉側の唇側端部と弧線の唇側との間に
干渉接触が生じ、ロッキングクリップの歯肉側の唇側部分は、応力を受けている状態であ
り、このブラケット位置を活動段階と呼び；
　ロッキングクリップは、最も遠い歯肉側の位置と最も遠い咬合側の位置との間の中間位
置へ動き、ロッキングクリップの唇側端部はいずれも、弧線スロットの唇側開口部を覆っ
ておらず、このブラケット位置を開位置と呼ぶ、請求項８に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項１２】
　１対の横方向に隔置された歯肉側タイウイングおよび１対の横方向に隔置された咬合側
タイウイングを有し、該歯肉側タイウイングおよび該咬合側タイウイングは本体の唇側表
面から突出する、該本体と；
　該本体を横切って該歯肉側タイウイングと該咬合側タイウイングとの間を近心－遠心方
向に延びて弧線を収納する弧線スロットと；
　該ブラケット本体の近心端および遠心端上に位置し、ラック歯車として設計されたロッ
キング機構と；
　該ロッキング機構の嵌合ラック歯車を有し、クリップを閉じたまま保つロッキングクリ
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ップと
を含む自己結紮歯科矯正ブラケット。
【請求項１３】
　ブラケット本体の近心および遠心縁部上に位置する２つの独立して動作されるクリップ
は、任意の組合せで各縁部の弧線上に異なる表示を可能にすることができる、請求項１２
に記載の自己結紮歯科矯正ブラケット。
【請求項１４】
　各クリップは、休止状態の弧線係合、活動状態の弧線係合、または相互作用状態の弧線
係合を提供するように調整可能である、請求項１２に記載の自己結紮歯科矯正ブラケット
クリップ。
【請求項１５】
　０度～９０度の任意の角度で傾斜することができるポストが、クリップに装着される、
請求項１２に記載の自己結紮歯科矯正ブラケットクリップ。
【請求項１６】
　本体は、歯肉側－咬合側方向に延びる垂直スロットを含む、請求項１２に記載の自己結
紮歯科矯正ブラケットクリップ。
【請求項１７】
　ラック歯車の反対側の端部の円形の止め具は、クリップを開くための旋回運動を可能に
し、クリップが本体から係合解除されるのを防止する、請求項１２に記載の自己結紮歯科
矯正ブラケットクリップ。
【請求項１８】
　歯の表面に係合するように適用されたベースと；
　前記ベースから実質的に直交方向に延び、近心－遠心方向に延びる弧線スロットを有す
るブラケット本体と；
　前記弧線スロットを開閉するロッキングクリップと；を含む歯科矯正ブラケットであっ
て、
　前記ロッキング部材は、２つの対向するタブ部分間で前記唇側自由端の実質的に中心に
設けられたノッチ付き部分を有し；
　前記ブラケットは、該ブラケット本体の近心側および遠心側に形成され、歯肉側タイウ
イングの受取部材によって画成された受取区域を有する、
前記歯科矯正ブラケット。
【請求項１９】
　保持部材は：
　ａ．唇側フードと；
　ｂ．舌側レッジと；
　ｃ．唇側フードと舌側レッジとの間に延び、本体から対向して隔置され、それによって
受取区域の少なくとも一部分を密閉する端壁と；
　ｄ．Ｃ字状の部材と；
　ｅ．これらの組合せとからなる群から選択される、請求項１８に記載の歯科矯正ブラケ
ット。
【請求項２０】
　歯の表面に係合するように適用されたベースと；
　前記ベースから実質的に直交方向に延び、近心－遠心方向に延びる弧線スロットを有す
るブラケット本体と；
　前記弧線スロットを開閉するロッキングクリップと；
　該本体の舌側空胴内に形成され、該舌側空胴は、開口部を通って該ロッキングクリップ
の変形可能フィンガを受けるように構成され、該変形可能フィンガは、該舌側空胴の舌側
開口部の幅より大きい応力を受けていない状態の幅を画成するボス部分を有する、ロッキ
ング機構と；を含む歯科矯正ブラケットであって、
　前記ロッキングクリップは、２つの対向するタブ部分間で前記唇側自由端の実質的に中
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心に設けられたノッチ付き部分を有し；
　前記ブラケットは、ブラケット本体の近心－遠心保持チャネル内に形成された受取区域
を有する、
前記歯科矯正ブラケット。
【請求項２１】
　ロッキングクリップは、フック部分を有する第１のアームおよび第２のアームを含み；
　保持部材は、第１の対の止め具および第２の対の止め具を含み、該第１の対の止め具の
各止め具は、第１の開口部、第１のガイド部分、および第１のフランジ部分を有し、該第
２の対の止め具の各止め具は、第２の開口部、第２のガイド部分、および第２のフランジ
部分を有し；
　ロッキングクリップは変形可能であり、したがって、フック部分が第１の開口部または
第２の開口部に向かって案内されると、ロッキングクリップは、応力を受けている状態に
変形し、それによってフック部分を第１の開口部または第２の開口部内へ受け入れること
を可能にし；
　フック部分は、第１のガイド部分または第２のガイド部分に沿って案内され、その後、
フック部分は、第１の対の止め具または第２の対の止め具を越えて延び、それによってロ
ッキングクリップが応力を受けていない状態に向かって戻ることを可能にし、したがって
、フック部分は、第１の対の止め具または第２の対の止め具の該フランジ部分に係合して
、ロッキングクリップを第１の閉位置または第２の閉位置で維持する、
請求項１９に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項２２】
　１対の横方向に隔置された歯肉側タイウイングおよび１対の横方向に隔置された咬合側
タイウイングを有し、該歯肉側タイウイングおよび該咬合側タイウイングは本体の唇側表
面から突出する、該本体と；
　該本体を横切って該歯肉側タイウイングと該咬合側タイウイングとの間を近心－遠心方
向に延びて弧線を収納する弧線スロットと；
　ロッキングクリップおよび保持部材を有するロッキング機構であって、ロッキングクリ
ップは開位置と閉位置との間を可動であり、保持部材に係合する係合部分を有する、
ロッキング機構と；を含む自己結紮歯科矯正ブラケットであって、
　ロッキングクリップは、開位置にあるときは弧線の配置および取り外しを可能にし、閉
位置にあるときはブラケット部材からの弧線の変位を防止する
前記自己結紮歯科矯正ブラケット。
【請求項２３】
　保持部材は、少なくとも１対の対向する隔置された止め具を含み、該止め具は、該止め
具間に縮小された開口部を画成し、該縮小された開口部は、ロッキングクリップの係合部
分より小さい幅を有する、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項２４】
　第１の対の止め具は、本体の唇側表面から距離をあけて、それぞれの歯肉側タイウイン
グから互いに向かって延びて、縮小された開口部より大きい幅を有するロッキング凹部を
画成し；
　該ロッキング凹部の幅は、歯肉側タイウイング間の距離によって画成され；
　ロッキングクリップは、応力を受けている状態で変形し、係合部分が縮小された開口部
を通って舌側にロッキング凹部内へ閉位置まで通過することを可能にし；
　ロッキングクリップは、ロッキング凹部内にある間、応力を受けていない状態に向かっ
て戻り、したがって係合部分は、縮小された開口部を通過するのを防止され、それによっ
てロッキングクリップを閉位置で維持する、
請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項２５】
　保持部材は、本体の唇側表面から唇側に歯肉側ウイング間区域の周りを互いに対して咬
合－歯肉関係に延びる第１の部材および第２の部材を含み；
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　１対の止め具は、本体の唇側表面から距離をあけて、それぞれの第１の部材および第２
の部材から互いに向かって延びて、縮小された開口部より大きい幅を有するロッキング凹
部を画成し；
　該ロッキング凹部の幅は、第１の部材と第２の部材との間の距離によって画成され；
　ロッキングクリップは、応力を受けている状態で変形し、係合部分が縮小された開口部
を通って舌側にロッキング凹部内へ閉位置まで通過することを可能にし；
　ロッキングクリップは、ロッキング凹部内にある間、応力を受けていない状態に向かっ
て戻り、したがって係合部分は、縮小された開口部を通過するのを防止され、それによっ
てロッキングクリップを閉位置で維持する、
請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項２６】
　ロッキングクリップの係合部分は、第１のアーム部分および第２のアーム部分を含み；
　歯肉側タイウイング間のウイング間領域内で第１のブリッジ部分に沿って第１の対の止
め具および第２の対の止め具が設けられ、各対の止め具は、ブリッジ部分の唇側表面から
距離をあけて延び、縮小された開口部より大きい幅を有するロッキング凹部を画成し；
　ロッキングクリップは、応力を受けている状態で、係合部分を変形させ、したがって、
第１のアーム部分が舌側に第１の対の止め具の縮小された開口部を通って第１のロッキン
グ凹部内へ通過することを可能にし、第２のアーム部分が舌側に第２の対の止め具の縮小
された開口部を通って第２のロッキング凹部内へ通過することを可能にし；
　第１のアームおよび第２のアーム部分は、それぞれの第１のロッキング凹部および第２
のロッキング凹部内にある間、応力を受けていない状態に向かって戻り、したがって係合
部分は、縮小された開口部を通過するのを防止され、それによってロッキングクリップを
閉位置で維持する、
請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項２７】
　ロッキングクリップの係合部分は、フック部分およびガイド部分を有する少なくとも１
つの付勢部材を含む、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項２８】
　保持部材は、歯肉側タイウイング間のウイング間領域内の第１のブリッジ部分の周りに
第１の開口部および第２の開口部を含み、該第１の開口部および該第２の開口部は、該開
口部間に貫通孔を画成し；
　ガイド部分が該第１の開口部の壁に接触することで、付勢部材が撓み、それによって少
なくとも１つの付勢部材が該第１の開口部を通って貫通孔に入ることを可能にし；
　少なくとも１つの付勢部材は、貫通孔に沿って案内され、その後、フック部分は、貫通
孔内のフランジ部分を越えて延び、それによって少なくとも１つの付勢部材が応力を受け
ていない状態に向かって戻ることを可能にし、したがってフック部分は、フランジ部分に
係合して、ロッキングクリップを閉位置で維持する、
請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項２９】
　ロッキングクリップは、略Ｕ字状の構成を有する管状または円筒形の部材であり、した
がって少なくとも１つの付勢部材は、ロッキングクリップのヘッド部分から舌側へ誘導さ
れる、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項３０】
　少なくとも１つの付勢部材は第１の付勢部材および第２の付勢部材を含み、各付勢部材
はフック部分およびガイド部分を有し；
　該ガイド部分がウイング間領域内の歯肉側タイウイングの壁に接触することで、第１の
付勢部材および第２の付勢部材が互いに向かって撓み、それによって、第１の付勢部材お
よび第２の付勢部材が歯肉側タイウイング間の縮小された開口部に入ることを可能にし；
　第１の付勢部材および第２の付勢部材は、歯肉側タイウイングのそれぞれの壁に沿って
案内され、その後、フック部分は、歯肉側タイウイングのそれぞれのフランジ部分を越え
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て延び、それによって第１の付勢部材および第２の付勢部材が応力を受けていない状態に
向かって戻ることを可能にし、したがってフック部分は、フランジ部分に係合して、ロッ
キングクリップを閉位置で維持する、
請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項３１】
　歯肉側タイウイングの少なくとも１つは、閉位置でロッキングクリップの一部分を受け
るための溝を有する唇側表面を含む、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項３２】
　歯肉側タイウイング、および歯肉側タイウイング間を延びる第１のブリッジ部分は、閉
位置でロッキングクリップの一部分を受けるための溝を有する唇側表面を含む、請求項２
２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項３３】
　歯肉側タイウイングは、閉位置でロッキングクリップのヘッド部分を受けるための溝を
有する唇側表面を含み、ヘッド部分は、本体の第１のブリッジ部分を越えて咬合側に延び
る、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項３４】
　保持部材は、フランジ部分を有する唇側部材を含み、該唇側部材は、歯肉側タイウイン
グ間を延びて、第１のブリッジ部分と該唇側部材との間の第１の開口部および該唇側部材
と本体の唇側表面との間の第２の開口部を画成し、第１の開口部および第２の開口部は、
該開口部間に貫通孔を画成し；
　ガイド部分が唇側部材の壁に接触することで、ヘッド部分が撓み、それによってフック
部分が第１の開口部および貫通孔に入ることを可能にし；
　フック部分は、該貫通孔内へ案内され、その後、フック部分は、該唇側部材のフランジ
部分を越えて延び、それによってロッキングクリップが応力を受けていない状態に向かっ
て戻ることを可能にし、したがってフック部分は、フランジ部分に係合して、ロッキング
クリップを閉位置で維持する、
請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項３５】
　ロッキングクリップは、フック部分を有する第１のアームおよび第２のアームを含み；
　保持部材は、第１の対の止め具および第２の対の止め具を含み、該第１の対の止め具の
各止め具は、第１の開口部、第１のガイド部分、および第１のフランジ部分を有し、該第
２の対の止め具の各止め具は、第２の開口部、第２のガイド部分、および第２のフランジ
部分を有し；
　ロッキングクリップは変形可能であり、したがって、フック部分が第１の開口部または
第２の開口部に向かって案内されると、ロッキングクリップは、応力を受けている状態に
変形し、それによってフック部分を第１の開口部または第２の開口部内へ受け入れること
を可能にし；
　フック部分は、第１のガイド部分または第２のガイド部分に沿って案内され、その後、
フック部分は、第１の対の止め具または第２の対の止め具を越えて延び、それによってロ
ッキングクリップが応力を受けていない状態に向かって戻ることを可能にし、したがって
、フック部分は、第１の対の止め具または第２の対の止め具のフランジ部分に係合して、
ロッキングクリップを第１の閉位置または第２の閉位置で維持する、
請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項３６】
　第１の対の止め具は、第２の対の止め具に対して歯肉側に位置する、請求項２２に記載
の歯科矯正ブラケット。
【請求項３７】
　第１の対の止め具および第２の対の止め具の各々は、近心止め具および遠心止め具を含
み、該近心止め具は、近心－歯肉側タイウイングの周りに設けられ、該遠心止め具は、遠
心－歯肉側タイウイングの周りに設けられる、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
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【請求項３８】
　近心止め具および遠心止め具は、それぞれの歯肉側タイウイングの周りに略Ｗ字状の構
成を画成する、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項３９】
　第１の対の止め具および第２の対の止め具は、歯肉側タイウイングに沿って設けられ、
第１の対の止め具は、第２の対の止め具に対して歯肉側に位置する、請求項２２に記載の
歯科矯正ブラケット。
【請求項４０】
　第１の対の止め具および第２の対の止め具は、歯肉側タイウイングに沿って設けられ、
第１の対の止め具は、第２の対の止め具に対して歯肉側に位置する、請求項２２に記載の
歯科矯正ブラケット。
【請求項４１】
　歯肉側タイウイングは、少なくとも１つの唇側表面を含み、第１の案内部分は、歯肉側
タイウイングの第１の唇側表面上に設けられ、第２の案内部分は、歯肉側タイウイングの
第２の唇側表面上に設けられ、第１の案内部分は、第２の案内部分に対して歯肉側に位置
する、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項４２】
　歯肉側タイウイングは、少なくとも１つの舌側表面を含み、第１のフランジ部分は、歯
肉側タイウイングの第１の舌側表面上に設けられ、第２のフランジ部分は、歯肉側タイウ
イングの第２の舌側表面上に設けられ、第１のフランジ部分は、第２のフランジ部分に対
して歯肉側に位置する、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項４３】
　ロッキングクリップは、略Ｕ字状または十字形のプロファイルを有する、請求項２２に
記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項４４】
　ロッキングクリップは閉位置で、弧線の歯肉側コーナと咬合側コーナの両方に係合する
、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項４５】
　ロッキングクリップの近心部分および遠心部分は閉位置で、弧線の歯肉側部分と咬合側
部分の両方に係合する、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項４６】
　ロッキングクリップは、本体に旋回式に取り付けられる、請求項２２に記載の歯科矯正
ブラケット。
【請求項４７】
　ロッキングクリップは、末端部を有する対向する自由端を含み、各末端部は、咬合側タ
イウイングの１つの中に形成されたそれぞれの内腔内に受け入れられ、開位置と閉位置と
の間でロッキングクリップの旋回運動を可能にする、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケ
ット。
【請求項４８】
　各末端部は、それぞれの内腔内に挿入されると末端部に対する止め具として作用するよ
うに構成されたフランジ部分を含み、したがって、該フランジ部分は、末端部が所定の深
さを越えて内腔内へ延び、かつ／または内腔を越えて延びるのを防止する、請求項２２に
記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項４９】
　本体は、歯肉側－咬合側方向に延びる垂直スロットを含む、請求項２２に記載の歯科矯
正ブラケット。
【請求項５０】
　本体は、楕円形または長円形の形状である、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項５１】
　弧線スロットは、第２の部分から近心－遠心方向に位置する第１の部分を含み、該第１



(10) JP 2015-531303 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

の部分は、第２の部分に対して舌側にずれている、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケッ
ト。
【請求項５２】
　弧線スロットは、舌側に誘導された近心－遠心方向に延びる湾曲部分またはプロファイ
ルを画成する、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項５３】
　弧線スロットは、舌側に誘導された近心－遠心方向に延びる傾斜部分またはプロファイ
ルを画成する、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項５４】
　弧線スロットは、弧線と弧線スロットとの間の接触面積を最小にするために、底壁およ
び／または側壁内に少なくとも１つの突起または少なくとも１つの溝を含み、ロッキング
クリップは、弧線と弧線スロットとの間の接触面積を低減させるために、少なくとも１つ
の突起または少なくとも１つの溝を含み、または両方の組合せを含む、請求項２２に記載
の歯科矯正ブラケット。
【請求項５５】
　ロッキングクリップは、カバー部分をさらに含む、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケ
ット。
【請求項５６】
　カバー部分は、ロッキングクリップに着脱可能に付着される、請求項２２に記載の歯科
矯正ブラケット。
【請求項５７】
　カバー部分は、ロッキングクリップに着脱可能に固定するための少なくとも１つの装着
部材を含む、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項５８】
　少なくとも１つの装着部材は、ロッキングクリップに着脱可能に固定されるようにロッ
キングクリップ内の開口部の一部分に対して相補型の形状および寸法を含む、請求項２２
に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項５９】
　少なくとも１つの装着部材は、ロッキングクリップに着脱可能に固定されるようにロッ
キングクリップの一部分に対して相補型の形状および寸法を有する複数の装着部材を含む
、請求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項６０】
　少なくとも１つの装着部材は、ロッキングクリップに着脱可能に固定されるようにロッ
キングクリップの円筒形または半円筒形の部分を受けるのに十分なほど変形するように構
成された、長手方向の開口部を有する管状の付勢部分を含む、請求項２２に記載の歯科矯
正ブラケット。
【請求項６１】
　カバー部分は、弧線スロットの長さにわたって近心－遠心方向に延びる、請求項２２に
記載の歯科矯正ブラケット。
【請求項６２】
　第１の閉位置は活動状態の閉位置であり、第２の閉位置は休止状態の閉位置である、請
求項２２に記載の歯科矯正ブラケット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本特許出願は、あらゆる目的で参照によって本明細書に組み入れる、２０１２年１０月
９日出願の米国仮特許出願第６１／７１１，３８１号および２０１３年２月２２日出願の
米国仮特許出願第６１／７６８，３１７号の利益および優先権を主張するものである。
【０００２】
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　本発明は、歯科矯正の分野を対象とし、詳細には歯科矯正ブラケットアセンブリの分野
を対象とする。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明は、改善された自己結紮歯科矯正ブラケットを提供する。一態様では、本発明は
、１対の横方向に隔置された歯肉側タイウイング（ｇｉｎｇｉｖａｌ　ｔｉｅ　ｗｉｎｇ
）および１対の横方向に隔置された咬合側タイウイング（ｏｃｃｌｕｓａｌ　ｔｉｅ　ｗ
ｉｎｇ）を有し、歯肉側タイウイングおよび咬合側タイウイングは本体の唇側表面から突
出する、本体と；本体を横切って歯肉側タイウイングと咬合側タイウイングとの間を近心
－遠心方向に延びて弧線を収納する弧線スロットと；開位置にあるときは弧線の配置およ
び取り外しを可能にし、閉位置にあるときはブラケット部材からの弧線の変位を防止する
、自由に摺動する制御式のロッキングまたは旋回クリップとを含む自己結紮歯科矯正ブラ
ケットを提供する。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】Ａ～Ｆは、本発明の第１の実施態様を示す図である。
【図２】Ａ～Ｃは、本発明の第２の実施態様を示す図である。
【図３】Ａ～Ｅは、本発明の第３の実施態様を示す図である。
【図４】Ａ～Ｄは、本発明の第４の実施態様を示す図である。
【図５】Ａ～Ｅは、本発明の第５の実施態様を示す図である。
【図６】Ａ～Ｄは、本発明の第６の実施態様を示す図である。
【図７】Ａ～Ｃは、本発明の第７の実施態様を示す図である。
【図８】Ａ～Ｅは、本発明の第８の実施態様を示す図である。
【図９】Ａ～Ｈは、本発明の第９の実施態様を示す図である。
【図１０】Ａ～Ｄは、本発明の第１０の実施態様を示す図である。
【図１１】Ａ～Ｃは、本発明の第１１の実施態様を示す図である。
【図１２】Ａ～Ｃは、本発明の第１２の実施態様を示す図である。
【図１３】Ａ～Ｃは、本発明の第１３の実施態様を示す図である。
【図１４】Ａ～Ｃは、本発明の第１４の実施態様を示す図である。
【図１５】Ａ～Ｃは、本発明の第１５の実施態様を示す図である。
【図１６】Ａ～Ｃは、本発明の第１６の実施態様を示す図である。
【図１７】Ａ～Ｌは、本発明の第１７の実施態様を示す図である。
【図１８】Ａ～Ｄは、本発明の第１８の実施態様を示す図である。
【図１９】Ａ～Ｅは、本発明の第１９の実施態様を示す図である。
【図２０】Ａ～Ｂは、本発明の第２０の実施態様を示す図である。
【図２１】Ａ～Ｃは、本発明の第２１の実施態様を示す図である。
【図２２】Ａ～Ｄは、本発明の第２２の実施態様を示す図である。
【図２３】Ａ～Ｂは、本発明の第２３の実施態様を示す図である。
【図２４】Ａ～Ｂは、本発明の第２４の実施態様を示す図である。
【図２５】Ａ～Ｉは、本発明の第２５の実施態様を示す図である。
【図２６】Ａ～Ｈは、本発明の第２６の実施態様を示す図である。
【図２７】Ａ～Ｇは、本発明の第２７の実施態様を示す図である。
【図２８】Ａ～Ｋは、本発明の第２８の実施態様を示す図である。
【図２９】Ａ～Ｃは、本発明の第２９の実施態様を示す図である。
【図３０】Ａ～Ｌは、本発明の第３０の実施態様を示す図である。
【図３１】Ａ～Ｄは、本発明の第３１の実施態様を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本発明は、ブラケットおよびロッキングクリップ（複数可）を含む自己結紮歯科矯正ブ
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ラケットアセンブリのいくつかの実施形態を提供することを理解されたい。ブラケットは
、クリップが弧線スロットへのアクセスを阻止する閉位置と、クリップが弧線スロットへ
のアクセスを可能にする開位置とを有する。
【０００６】
　概して、図示のブラケットは、本体およびベースを含む。本体は、弧線スロット（２つ
の受取区域（ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　ａｒｅａ）がブラケット本体の近心側および遠心側に
位置する）と、第１のタイウイング（たとえば、歯肉側タイウイング（複数可））と、第
２のタイウイング（たとえば、咬合側タイウイング（複数可））と、本体を横切って歯肉
側－咬合側方向に延びるウイング間領域（ｉｎｔｅｒｗｉｎｇ　ｒｅｇｉｏｎ）とを含む
ことができ、概して、歯肉側タイウイングの横方向間隔またはブリッジ部分および咬合側
タイウイングの横方向間隔またはブリッジ部分の少なくとも１つによって画成することが
できる。ベースは、ブラケットを歯に連結しており、パターンを画成する装着部分を含む
ことができ、装着部分は、接着剤を受け、歯に付着するような形状である。１つの特有の
実施形態では、装着部分の舌側は、歯の唇側に付着する。この構造では、ベースは、溶接
によって本体に装着することができる。他の構造では、ベースは、他の方法で装着するこ
とができ、または本体と一体として形成することができる。
【０００７】
　図１Ａ～１Ｆを次に参照すると、自己結紮歯科矯正ブラケットが示されており、全体と
して参照番号１０１０によって図示されている。図１Ａは、本発明による閉位置にある自
己結紮歯科ブラケット（ｓｅｌｆ－ｌｉｇａｔｉｎｇ　ｄｅｎｔａｌ　ｂｒａｃｋｅｔ）
の斜視図であり、歯肉側タイウイング間に横方向間隔が位置し、それぞれの近心および遠
心歯肉側タイウイングから唇側部分（たとえば、フード部分）が延びて、受取区域を形成
する。唇側部分は、本体の近心側および遠心側の外側へ延びて、クリップのタブ部分（た
とえば、爪）を受ける。クリップの唇側自由端（たとえば、歯肉側先端部分）は、クリッ
プのタブ部分を含み、タブ部分は、歯肉側タイウイングのフード部分の下で受取区域の輪
郭に整合するような輪郭を有することができる。
【０００８】
　より具体的には、歯科矯正ブラケット１０１０は、本体１０１２と、本体に装着された
舌側取付ベース１０１４とを含む。取付ベース１０１４は、歯に装着すべき舌側表面を有
する。概して、本体１０１２は、正方形、方形、またはその他の形状の部材を画成する。
しかし、本体１０１２は、ひし形の形状、円形の形状、楕円形の形状、またはその他の形
状の部材など、様々な他の形状の構成によって画成することができることを理解されたい
。
【０００９】
　１対の横方向に隔置された歯肉側タイウイング１０１６および１対の横方向に隔置され
た咬合側タイウイング１０１８が、本体１０１２の唇側表面から延びる。歯肉側タイウイ
ング１０１６および咬合側タイウイング１０１８は、概して舌側に湾曲している。ウイン
グ間領域１０２４が、本体１０１２を横切って歯肉側－咬合側方向に延び、概して、歯肉
側タイウイング１０１６の横方向間隔および／または咬合側タイウイング１０１８の横方
向間隔によって画成することができる。ウイング間領域１０２４は、開いた（たとえば、
遮られていない）通路とすることができ、もしくは図１Ａ～１Ｆのように閉じた（部分的
もしくは完全に遮られている）通路とすることができ、またはその他の通路とすることが
できる。弧線スロット１０２０が、本体１０１２を横切って歯肉側タイウイング１０１６
と咬合側タイウイング１０１８との間を近心－遠心方向に延びる。弧線スロット１０２０
は、弧線（図示せず）を受けるように唇側に開いている。弧線スロット１０２０は、本体
のウイング間領域１０２４内で遮断することができる。
【００１０】
　ブラケット１０１０は、閉位置にある間に弧線スロット１０２０内で弧線を維持するた
めのロッキングクリップ１０２６を含むロッキング機構をさらに含むことができる。この
ロッキングクリップ１０２６は、実質的にＵ字状の横断面構成で構築されており、ロッキ
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ングクリップ１０２６の一方の側は、ベース側に位置し、ベースに沿って（本体１０１２
とベース１０１４との間に形成された開口部を通って）延びる舌側自由端１０２８（舌側
に位置する部分）として形成され、ロッキングクリップ１０２６の他方の側は、弧線スロ
ット１０２０の長さと実質的に同じ幅を有し、スロットの上側を延びる唇側自由端１０３
０として形成される。舌側自由端１０２８および唇側自由端１０３０は、湾曲部分１０３
２によって相互連結することができる。
【００１１】
　ロッキングクリップ１０２６は、弾性部材から形成することができ、唇側自由端１０３
０（唇側に位置する部分）の先端縁部の実質的に中心に、ノッチ付き部分１０３４が設け
られる。ノッチ部分１０３４は、カウンタベース部分１０２８の左側および右側（たとえ
ば、近心および遠心）のタブ部分１０３１によって画成することができ、これは、ロッキ
ングクリップ１０２６の実質的にＴ字状またはＹ字状の構成内のＴ字またはＹ字のヘッド
部分である。
【００１２】
　さらに、ロッキングクリップのノッチ付き部分１０３４は、それに対応して、ブラケッ
ト本体の幅（たとえば、自由な／開いた近心縁部／遠心縁部）に対して、ブラケット本体
に嵌るように設けることができるため、スロットの長手方向におけるロッキングクリップ
１０２６のタブ部分の移動および捩じれを実際上抑制することができる。すなわち、本体
の長手方向におけるロッキングクリップ１０２６の先端部分の移動および捩じれに関して
は、ブラケット本体１０１２の近心側および／または遠心側の周りに設けられた受取区域
によって、そのような移動を抑制することができる。
【００１３】
　受取区域は、ブラケット本体１０１２の自由な／開いた外縁部から延びる受取部材（ｒ
ｅｃｅｉｖｉｎｇ　ｍｅｍｂｅｒ）１０３６によって画成することができる。好ましくは
、ブラケット本体の自由な／開いた外縁部は、弧線スロット１０２０の近心／遠心自由端
と略共平面であるが、必須ではない。図１Ａ～１Ｆに示す１つの特有の例では、受取部材
１０３６は、ブラケット本体１０１２の歯肉側タイウイング１０１６の自由な／開いた外
縁部から近心／遠心側に延びる唇側フード部分１０３８を含むことができる。唇側フード
部分は、ブラケット本体の自由な／開いた縁部のスロット閉位置でロッキングクリップ１
０２６の先端（たとえば、タブ１０３１）を止めるように設けることができる。より具体
的には、近心唇側フード部分１０３９は、ブラケット本体の自由な／開いた近心縁部から
近心側に延びることができ（たとえば、近心歯肉側タイウイングから近心側に延びる）、
遠心唇側フード部分１０３８ｂは、ブラケット本体の自由な／開いた遠心縁部から遠心側
に延びることができる（たとえば、遠心歯肉側タイウイングから遠心側に延びる）。望ま
しくは、唇側フード部分１０３９および１０３８ｂは、閉位置にある間にロッキングクリ
ップ１０２６の唇側の動きを制限することによって、弧線が弧線スロット１０２０から意
図せず取り外されるのを防止する。
【００１４】
　ロッキングクリップ１０２６は、係合端部１０４０をさらに含むことができ、係合端部
１０４０は、ノッチ付き部分、凹状部分、突出部などによって形成することができる。係
合端部は、ロッキングクリップ１０２６内の舌側自由端１０２８の後端部に形成すること
ができる。係合端部１０４０は、工具による接触またはその他の方法によって、ロッキン
グクリップ１０２６を閉位置から開位置へ動かすのを助けるように構成することができる
。例として、工具は、係合端部に接触することができ、したがって舌側自由端１０２８は
咬合側に動き、それによって唇側自由端１０３０を、フード部分１０３９および１０３８
ｂから離れて咬合側に、咬合側タイウイング１０１８の唇側表面の周りの開いた止め溝１
０４２へ動かし、したがってロッキングクリップ１０２６を開位置で維持することができ
る。
【００１５】
　開いた止め溝１０４２は、含まれるとき、咬合側タイウイングをその間で連結するウイ
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ング間領域１０２４内に設けることができる。さらに、開いた止め溝１０４２は、近心－
遠心突起１０４４を含むことができる。開いた止め溝１０４２は、近心および遠心縁部壁
１０４８を有する近心－遠心窪み１０４６をさらに含むことができる。窪み１０４６は、
ロッキングクリップ１０２６の湾曲部分１０３２と実質的に同じ幅を有し、したがって縁
部壁１０４８は、不測の力がブラケットに加えられたことに起因するロッキングクリップ
１０２６の近心－遠心方向移動を最小にすることができる。場合により、咬合側タイウイ
ングの内壁１０５０はまた、窪み１０４６に加えて、またはその代わりに、不測の力がブ
ラケットに加えられたことに起因するロッキングクリップ１０２６の近心－遠心方向移動
を最小にすることができる（望ましくは、ロッキングクリップは、咬合側タイウイング間
のウイング間領域の幅に対応する幅の湾曲部分を有する）。
【００１６】
　図２Ａ～２Ｃは、図１Ａに示す自己結紮ブラケットの代替実施形態を示す図である。し
たがって、本発明は、ブラケット本体１０１２ａと、ベース１０１４と、ロッキングクリ
ップ１０２６と、歯肉側遠心タイウイングの内部近心側を歯肉側近心タイウイングの内部
遠心側に連結するための歯肉側ウイング間領域１０２４ａ内のブリッジ部分１０５２ａと
を有する自己結紮ブラケット１０１０ａを提供することができる。場合により、ブリッジ
部分１０５２ａは、歯科工具のアクセスを可能にしてブラケット１０１０ａの開閉を助け
るために、開口部１０５６ａを有する窪み１０５４ａを含むことができる。
【００１７】
　図３Ａ～３Ｅは、図２Ａに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態の様々な図であ
り、本発明は、ブラケット本体１０１２ｂと、ベース１０１４と、ロッキングクリップ１
０２６ｂと、受取部材１０３６ｂとを有する自己結紮ブラケット１０１０ｂを含むことが
できる。受取部材は、少なくとも１つの舌側レッジ１０５８ｂをさらに含むことができる
。舌側レッジ１０５８ｂは、フード部分１０３８ｂから舌側に隔置された位置で本体１０
１２ｂのそれぞれの側から近心側および遠心側に延びる別個の人工物として設けることが
できる。舌側レッジ１０５８ｂは、ロッキングクリップ１０２６ｂの舌側の動きを最小に
しかつ／または実質的に防止するように構成することができる。この特有の例では、フー
ド部分１０３８ｂは、（歯肉側－咬合側方向に）縮小され／薄くなっており、クリップの
タブ部分の歯肉側先端は、双方向性を強化するためにわずかに唇側に屈曲させることがで
きる。さらに、ロッキングクリップ１０２６ｂの湾曲部分１０３２ｂは、歯科工具のアク
セスを可能にしてブラケット１０１０ｂの開閉を助けるために、開いた止め溝１０４２ｂ
の窪み１０４６ｂに対応する貫通孔１０６０ｂを含むことができる。
【００１８】
　ブラケット１０１０ｂは、ロッキングクリップの修正された舌側自由端がブラケットの
舌側開口部によって受けられる代替ロッキング機構をさらに含むことができる。より具体
的には、ロッキングクリップ１０２６ｂは、本体の咬合側部分に形成された舌側開口部１
０６４ｂと係合するための複数の隔置された変形可能フィンガ１０６２ｂを有する舌側自
由端１０２８ｂを含むことができる。変形可能フィンガ１０６２ｂは、歯肉側自由端に、
外方へ延びる近心／遠心フランジ部分１０６６ｂを有する。舌側開口部１０６４ｂは、変
形可能フィンガが（応力を受けていない状態にある間に）舌側開口部を通過してクリップ
から分離するのを防止するために、舌側開口部１０６４ｂの幅より大きい幅を有する空胴
１０６８ｂ内へ延びる。望ましくは、変形可能フィンガ１０６２ｂは互いに向かって変形
され、したがってフランジ部分の外縁部間の幅は舌側開口部１０６４ｂより小さくなり、
したがってロッキングクリップ１０２６ｂの舌側自由端１０２８ｂは、舌側開口部１０６
４ｂを通って舌側空胴１０６８ｂ内へ挿入して舌側空胴１０６８ｂ内に固定することがで
きる。ロッキングクリップの舌側自由端が舌側空胴内へ受け入れられた後、変形可能フィ
ンガは、応力を受けていない状態／位置に実質的に戻る。場合により、舌側空胴内に受け
入れられた後、変形可能フィンガは、フランジ部分の外縁部１０７０ｂと舌側空胴のそれ
ぞれの近心および遠心側壁１０７２ｂとの活動状態（ａｃｔｉｖｅ）の係合により、部分
的に応力を受けている状態に留まり、動き（たとえば、捩じれ、近心－遠心方向の動き、
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および／またはその他の動き）を抑制するのを助けることができる。
【００１９】
　図４Ａ～４Ｄは、図３Ａ～３Ｅに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態の様々な
図であり、受取部材１０３６ｃは端壁１０７４ｃをさらに含むことができ、端壁１０７４
ｃは、唇側フード１０３８ｃと舌側レッジ１０５８ｃとを相互連結して、受取区域内の貫
通孔１０７６ｃの周りに周辺部を画成し、閉位置にある間にロッキングクリップ１０２６
ｃの近心および遠心タブ部分１０３１ｃを覆って保護する。図３Ａ～３Ｅと同様に、歯肉
側タイウイング１０１６ｃは、（歯肉側－咬合側方向に）縮小され／薄くなっており、タ
ブ部分１０３１ｃの歯肉側先端は、双方向性を強化するためにわずかに唇側に屈曲させる
ことができる。さらに、それに対応して、タブ部分１０３１ｃのノッチ付き部分１０３４
ｃの幅は、閉位置にある間にロッキングクリップ１０２６ｃの移動および／または捩じれ
を抑制するために、ブラケット本体１０１２ｃの幅に嵌るように設けることができる。
【００２０】
　図５Ａ～５Ｆは、図３Ａ～３Ｅに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態の様々な
図であり、受取部材１０３６ｄは、歯肉側タイウイング１０１６ｄへの近心－遠心延長部
１０７８ｄとして別個の人工物をさらに含むことができる。近心－遠心延長部１０７８ｄ
は、閉位置にある間にロッキングクリップ１０２６ｄのタブ部分１０３１ｄを保持するた
めに、唇側フード部分１０３８ｄをそれぞれの舌側レッジ１０５８ｄに「ｃ字カップ」の
形状で相互連結するように構成される。
【００２１】
　図５Ｅは、図５Ａの自己結紮歯科ブラケットの横断面図であり、本体１０１２ｄの開い
た止め溝１０４２ｄ内で咬合側タイウイング１０１８ｄ間に、標準的な歯科機器を案内し
てロッキングクリップ１０２６ｄの開放を容易にするための窪み／面取り部１０４６ｄを
さらに示す。
【００２２】
　図６Ａ～６Ｃは、図５Ａ～５Ｅに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態の様々な
図であり、代替ロッキング機構を設けることができる。代替ロッキング機構は、ロッキン
グクリップ１０２６ｃの舌側自由端１０２８ｅの各フランジ部分１０６６ｅを、閉位置に
ある間に舌側空胴１０６８ｅの概して所定の位置１０８２ｅおよび／または区域内で実質
的に維持するために、舌側空胴１０６８ｅのそれぞれの側壁１０７２ｅ（たとえば、近心
および遠心側壁）の周りにラチェット部分１０８０ｅを含むことができる。ラチェット部
分１０８０ｅは、舌側空胴の所定の（歯肉側）区域１０８２ｅへの舌側自由端１０２８ｅ
の動きを容易にするために、先細りした咬合側端部１０８４ｅをさらに含むことができる
。
【００２３】
　図６Ｂは、図５Ｅに示す自己結紮歯科ブラケットの本体およびクリップの代替実施形態
の横断面図であり、クリップが歯肉側に開位置に向かって摺動した後、クリップの舌側自
由端が唇側にわずかに旋回してほぼ開いた位置にくる。
【００２４】
　図６Ｃは、図６Ａの本体およびクリップの底面図であり、ロッキングクリップの舌側自
由端が、閉位置でしっかりとロックする。クリップが歯肉側に開位置に向かって摺動した
とき、クリップの舌側自由端は、本体の舌側部分内で先細りした開口部によって案内され
る。
【００２５】
　図６Ｄは、ロッキングクリップ１０２６ｅの斜視図であり、ロッキングクリップ１０２
６ｅは、湾曲部分１０３２ｅの周りに（たとえば、唇側－舌側方向に）延びる少なくとも
１つの溝１０８６ｅをさらに含むことができる。１つの特有の例では、ロッキングクリッ
プ１０２６ｅは、１対の唇側－舌側方向に延びる溝１０８６ｅを含むが、必須ではない。
溝１０８６ｅは、閉位置にある間にロッキングクリップ１０２６ｅの移動および／または
捩じれを抑制するために、ロッキングクリップ１０２６ｅに対して追加の補強を設けるこ
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とができる。
【００２６】
　図７Ａ～７Ｃは、図示の自己結紮ブラケットの別の代替実施形態の様々な図であり、受
取部材１０３６ｆは、図１Ａに示す代替実施形態に類似の完全なフード部分１０３８ｆ（
たとえば、厚さが低減されない）を含みながら、舌側レッジ１０５８ｆをさらに含むこと
ができる。この特有の実施形態では、タブ部分１０３１ｆの歯肉側先端部分１０３３ｆは
、略平坦のままとすることができる。
【００２７】
　図８Ａ～８Ｅは、図４Ａ～４Ｄに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態の様々な
図であり、受取部材１０３６ｇは、それぞれの歯肉側タイウイング１０１６ｇから延びる
完全なフード部分１０３８ｇをさらに含むことができ、それによって歯肉側タイウイング
１０１６ｇの周りに増大された唇側表面１０８８ｇを提供することができる。その際、歯
肉側タイウイング１０１６ｇのフック部分１０１９ｇは、舌側に延びて、貫通孔１０７６
ｇの歯肉側を少なくとも部分的に覆うことができる。
【００２８】
　図９Ａ～９Ｈは、本発明の自己結紮ブラケットの別の実施形態の様々な図であり、ブラ
ケット１０１０ｈは、修正されたロッキングクリップ１０２６ｈと、修正された受取部材
１０３６ｈとを含む。この特有の実施形態では、受取部材１０３６ｈは、ブラケット本体
１０１２ｈの中心に位置することができ、ロッキングクリップ１０２６ｈを保持する押込
式着座（ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｓｅａｔ）を可能にするための連続する保持（たとえば、静
止）チャネル１０９０ｈを含むことができる。望ましくは、保持チャネル１０９０ｈは、
ブラケット本体１０１２ｈのそれぞれの近心側と遠心側との間を弧線スロット１０２０ｈ
に対して略平行に延びる。この特有の実施形態では、唇側自由端１０３０ｈにおけるロッ
キングクリップ１０２６ｈの幅は、ブラケット本体１０１２ｈと概して同じ近心－遠心方
向の幅まで低減させることができる。さらに、ロッキングクリップ１０２６ｈの唇側自由
端１０３０ｈは、保持チャネル１０９０ｈに概して対応する単一のタブ部分１０３１ｈ（
たとえば、概してノッチがない）を含むことができる。保持チャネルは、略ｃ字状のプロ
ファイルによってさらに画成することができ、押込式着座を提供する（唇側自由端１０３
０ｈの舌側の動きを制限する）だけでなく、フード部分１０３８ｈを設けて、閉位置にあ
る間に唇側自由端１０３０ｈの唇側の動きを制限することもできる。場合により、保持チ
ャネル１０９０ｈの高さ（たとえば、唇側－舌側方向の高さ）は、ロッキングクリップ１
０２６ｈの自由端部１０３０ｈが閉位置にある間に保持チャネル１０９０ｈ内に弧線が閉
じ込められるのを実質的に防止することができるのに十分な寸法（たとえば、弧線の厚さ
以下）とすることができる。
【００２９】
　図９Ｆは、舌側開口部１０６４ｈ（たとえば、貫通孔）を組み込む図９Ａに示す自己結
紮歯科ブラケット１０１０ｈの歯肉側の図であり、舌側開口部１０６４ｈは、閉じ込めら
れた歯石（ｃａｌｃｕｌｕｓ／ｔａｒｔａｒ）を洗浄するのを容易にするために、歯肉側
タイウイング１０１６ｈと咬合側タイウイング１０１８ｈとの間を本体の舌側部分に向か
って延びる連続チャネルである。
【００３０】
　図９Ｇは、ベースを取り除いた、閉位置にある間の図９Ａに示す自己結紮歯科ブラケッ
トの本体１０１２ｈおよびロッキングクリップ１０２６ｈの底面図である。この特有の実
施形態では、舌側開口部１０６４ｈは、（上記で論じたように）本体１０１２ｈの舌側部
分を通って完全に延びる一方で、舌側空胴１０６８ｈの面積が低減されている。
【００３１】
　図１０Ａ～１０Ｂ、図１０Ｃ～１０Ｄ、図１１Ａ～１１Ｃ、図１２Ａ～１２Ｃ、図１３
Ａ～１３Ｃ、図１４Ａ～１４Ｃ、図１５Ａ～１５Ｃ、および図１６Ａ～１６Ｃは、本発明
の自己結紮歯科ブラケットの代替ロッキング機構の様々な図である。
【００３２】



(17) JP 2015-531303 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

　図１０Ａ～１０Ｄは、図９Ｇ～９Ｈに示す自己結紮歯科ブラケットの代替実施形態の様
々な図であり、舌側空胴１０６８ｉは有する。
【００３３】
　図１０Ａ～１０Ｂは、ロッキングクリップ１０２６ｉと、中心に位置する安定化部材を
有する舌側空胴１０６８ｉとを有する修正されたロッキング配置を含むことができる自己
結紮ブラケット１０１０ｉを提供し、舌側空胴１０６８ｉは、開位置と閉位置との両方で
ロッキングクリップの舌側自由端を容易にしてしっかりとロックするためのロッキング溝
／ラチェットを備える。この特有の実施形態では、ロッキングクリップ１０２６ｉは、変
形可能フィンガ１０６２ｉを有するＹ字状／Ｕ字状の舌側自由端１０２８ｉを含む。変形
可能フィンガ１０６２ｉは、安定化部材１０９８ｉの開位置溝１０９４ｉ（開位置でブラ
ケットを維持するのを助ける）または閉位置溝１０９６ｉ（閉位置でブラケットを維持す
るのを助ける）に活動状態で係合するように構成された内方へ延びるフランジ部分１０６
６ｉを含むことができる。安定化部材１０９８ｉは、舌側空胴１０６８ｉの概して中心領
域内に（たとえば、ウイング間領域１０２４ｉに対して略平行に）位置することができる
が、必須ではない。この特有の実施形態では、安定化部材１０９８ｉは、舌側開口部１０
６４ｉの歯肉側から舌側空胴１０６８ｉ内の中間位置へ延び、したがって各変形可能フィ
ンガ１０６２ｉは、安定化部材１０９８ｉの少なくとも１つの側に沿って延びる。
【００３４】
　使用の際、変形可能フィンガは互いに向かって圧縮され、舌側開口部を通って挿入され
るように舌側自由端部１０２８ｉの全体的な幅を低減させる。舌側自由端部が舌側開口部
１０６４ｉを通って延びた後、変形可能フィンガは、安定化部材１０９８ｉの係合リブの
幅より概して小さい幅を含む応力を受けていない位置に戻る。ロッキングクリップ１０２
６ｈは、引き続き舌側空胴１０６８ｉ内へ挿入され、フランジ部分１０６６ｉは、第１の
対の係合リブ１１００ｉに接触すると外方へ歪み、その後、フランジ部分１０６６ｉは１
対の開位置溝１０９４ｉ内に受け入れられ、ブラケットが開位置にある間はそのままであ
る。閉位置を実現するには、ロッキングクリップ１０２６ｉは、舌側空胴１０６８ｉ内へ
（歯肉側に）さらに挿入され、フランジ部分１０６６ｉはこの場合も、第２の対の係合リ
ブ１１０２ｉに接触すると外方へ撓み、その後、フランジ部分１０６６ｉは１対の閉位置
溝１０９６ｉ内に受け入れられ、したがってブラケット１０１０ｉは、閉位置で実質的に
維持される。ブラケットを開位置へ戻すには、ロッキングクリップ１０２６ｉは、第２の
対の係合リブに向かって咬合側に動かされ、その後、フランジ部分１０６６ｉは、開位置
溝１０９４ｉ内に受け入れられる。変形可能フィンガ１０６２ｉ（たとえば、フランジ部
分１０６６ｉ）と安定化部材１０９８ｉ（閉位置溝）との活動状態の係合は、閉位置にあ
る間にロッキングクリップ１０２６ｉの動き（たとえば、捩じれ、近心－遠心方向の動き
、および／またはその他の動き）を抑制するのを助ける。
【００３５】
　自己結紮歯科ブラケット１０１０ｉは、舌側開口部１０６４ｉ（たとえば、貫通孔）を
組み込むことができ、舌側開口部１０６４ｉは、閉じ込められた歯石を洗浄するのを容易
にするために、歯肉側タイウイング１０１６ｉから咬合側タイウイング１０１８ｉの単一
のチャネル１０６４ｉ”まで本体の舌側部分に向かって延びる２つのチャネル１０６４ｉ
’を含むことができる。
【００３６】
　図１０Ｃ～１０Ｄは、ロッキングクリップ１０２６ｊと舌側空胴１０６８ｊとを有する
修正されたロッキング配置を含むことができる自己結紮ブラケット１０１０ｊを提供し、
舌側空胴１０６８ｊは、開位置と閉位置との両方でロッキングクリップの舌側自由端を容
易にしてしっかりとロックするための近心側および遠心側に位置するロッキング溝／ラチ
ェットを有する。この特有の実施形態では、ロッキングクリップ１０２６ｊは、変形可能
フィンガ１０６２ｊを有するＹ字状／Ｕ字状の舌側自由端１０２８ｊを含む。変形可能フ
ィンガ１０６２ｊは、舌側空胴１０６８ｊの近心および遠心側壁１０７２ｊの開位置溝１
０９４ｊ（開位置でブラケットを維持するのを助ける）または閉位置溝１０９６ｊ（閉位
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置でブラケットを維持するのを助ける）に活動状態で係合するように構成された外方へ延
びるフランジ部分１０６６ｊを含むことができる。
【００３７】
　使用の際、変形可能フィンガは互いに向かって内方に圧縮され、舌側開口部を通って挿
入されるように舌側自由端部１０２８ｊの全体的な幅を低減させる。舌側自由端部が第１
の対の係合リブ１１００ｊを越えて延びた後、変形可能フィンガは、応力を受けていない
位置へ戻ろうとし、フランジ部分１０６６ｊは、１対の開位置溝１０９４ｊ内に受け入れ
られ、ブラケットが開位置にある間はそのままである。閉位置を実現するには、ロッキン
グクリップ１０２６ｊは、舌側空胴１０６８ｊ内へ（歯肉側に）さらに挿入され、フラン
ジ部分１０６６ｊはこの場合も、第２の対の係合リブ１１０２ｊに接触すると内方へ撓み
、その後、フランジ部分１０６６ｊは１対の閉位置溝１０９６ｊ内に受け入れられ、した
がってブラケット１０１０ｊは、閉位置で実質的に維持される。ブラケットを開位置へ戻
すには、ロッキングクリップ１０２６ｊは、第２の対の係合リブ１１０２ｊに向かって咬
合側に動かされ、その後、フランジ部分１０６６ｊは、開位置溝１０９４ｊ内に受け入れ
られる。変形可能フィンガ１０６２ｊ（たとえば、フランジ部分１０６６ｊ）と安定化部
材１０９８ｊ（閉位置溝）との活動状態の係合（たとえば、フランジ部分が圧縮され（応
力を受けている位置）、したがって側壁１０７２ｊに外方の力がかかる）は、閉位置にあ
る間にロッキングクリップ１０２６ｊの動き（たとえば、捩じれ、近心－遠心方向の動き
、および／またはその他の動き）を抑制するのを助ける。
【００３８】
　図１１Ａ～１１Ｂは、図３Ｅに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態の様々な図
であり、舌側空胴１０６８ｋは、概して中心の位置で歯肉側壁１０７３ｋから延びる安定
化部材１０９８ｋをさらに含む。この特有の実施形態では、安定化部材１０９８ｋの幅お
よび変形可能フィンガ１０６２ｋ間の間隔の幅は、閉位置にある間にロッキングクリップ
１０２６ｋの動き（たとえば、捩じれ、近心－遠心方向の動き、および／またはその他の
動き）を抑制するのを助けるように互いに対応する（たとえば、嵌り、かつ／または活動
状態で係合する）ように構成することができる。
【００３９】
　図１１Ａ～１１Ｂに示すように、舌側空胴１０６８ｋは、ロッキングクリップ１０２６
ｋの舌側自由端部１０２８ｋを案内して開位置から閉位置への遷移中にロッキングクリッ
プ１０２６ｋを広げるのを助けるために、面取り部分（たとえば、凹部）１０９９ｋをさ
らに含むことができる。さらに、面取り部分１０９９ｋは、閉位置にある間にロッキング
クリップ１０２６ｋの湾曲部分１０３２ｋに対する隙間を提供するように構成することが
できる。
【００４０】
　図１２Ａ～１２Ｃは、図３Ｅに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態の様々な図
であり、舌側空胴１０６８ｌは、ブリッジ部分１１０８ｌを有するロッキングクリップ１
０２６ｌに活動状態で係合するために、リブ１１０４ｌおよびくさび部分１１０６ｌをさ
らに含むことができる。ブリッジ部分１１０８ｌは、ロッキングクリップ１０２６ｌの舌
側自由端１０２８ｌの歯肉部分で、変形可能フィンガ１０６２ｌを相互連結する。リブ部
分１１０４ｌは、歯肉側壁１０７３ｌから隔置されて位置しており、押込式ロックのため
に対応する近心－遠心溝１１１１ｌを有するブリッジ部分１１０８ｌに係合して、ロッキ
ングクリップを閉位置で実質的に維持するように構成される。くさび部分は、空胴内の中
心位置で咬合側に位置しており、ロッキングクリップ１０２６ｌが舌側空胴１０６８ｌか
ら取り外されるのを実質的に防止するように構成される。この特有の実施形態では、ブリ
ッジ部分とリブとの押込式ロックおよび／または変形可能フィンガ１０６２ｌ間の対応す
る間隔内のくさび１１０６ｌの嵌め合いは、閉位置にある間にロッキングクリップ１０２
６ｌの動き（たとえば、捩じれ、近心－遠心方向の動き、および／またはその他の動き）
を抑制するのを助けるように構成される。さらに、ネック部分１０２９ｌの幅は、閉位置
にある間にロッキングクリップ１０２６ｌの動き（たとえば、捩じれ、近心－遠心方向の
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動き、および／またはその他の動き）を抑制するのをさらに助けるように、舌側空胴１０
６８ｌ（および舌側開口部１０６４ｌ）の近心－遠心方向の幅に対応する（たとえば、嵌
る）ことができる。
【００４１】
　図１３Ａ～１３Ｃは、図１１Ａに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態の様々な
図であり、舌側空胴１０６８ｍは、舌側空胴１０６８ｍを有する概して中心の位置で歯肉
側壁１０７３ｍから延びる複数の近心－遠心方向に隔置された安定化部材１０９８ｍをさ
らに含むことができる。この特有の実施形態では、ロッキングクリップ１０２６ｍは、舌
側自由端１０２８ｍから変形可能フィンガ１０６２ｍの中間を延びる安定化フィンガ１１
１０ｍをさらに含むことができる。安定化フィンガ１１１０ｍの幅および安定化部材１０
９８ｍ間の間隔の幅は、閉位置にある間にロッキングクリップ１０２６ｍの動き（たとえ
ば、捩じれ、近心－遠心方向の動き、および／またはその他の動き）を抑制するのを助け
るように互いに対応する（たとえば、嵌り、かつ／または活動状態で係合する）ように構
成される。場合により、舌側自由端１０２８ｍの近心－遠心方向の幅（たとえば、概して
フランジ部分１０６６ｍを横切って切り取られる）は、（応力を受けていない状態で）舌
側空胴１０６８ｍの近心－遠心方向の幅より広くなるように構成され、したがって、舌側
空胴１０６８ｍ内に挿入されると、フランジ部分１０６６ｍは、（たとえば、応力を受け
ている状態で）それぞれの近心および遠心側壁１０７２ｍに外方の力を及ぼして、閉位置
にある間にロッキングクリップ１０２６ｍの動き（たとえば、捩じれ、近心－遠心方向の
動き、および／またはその他の動き）を抑制するのを助けることができる。
【００４２】
　図１４Ａ～１４Ｃは、図１１Ａに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態の様々な
図であり、舌側空胴１０６８ｍは、舌側空胴１０６８ｍを有する概して中心の位置で歯肉
側壁１０７３ｍから延びる複数の近心－遠心方向に隔置された安定化部材１０９８ｍをさ
らに含むことができる。この特有の実施形態では、ロッキングクリップ１０２６ｍは、舌
側自由端１０２８ｍから変形可能フィンガ１０６２ｍの中間を延びる安定化フィンガ１１
１０ｍをさらに含むことができる。安定化フィンガ１１１０ｍの幅および安定化部材１０
９８ｍ間の間隔の幅は、閉位置にある間にロッキングクリップ１０２６ｍの動き（たとえ
ば、捩じれ、近心－遠心方向の動き、および／またはその他の動き）を抑制するのを助け
るように互いに対応する（たとえば、嵌り、かつ／または活動状態で係合する）ように構
成される。場合により、舌側自由端１０２８ｍの近心－遠心方向の幅（たとえば、概して
フランジ部分１０６６ｍを横切って切り取られる）は、（応力を受けていない状態で）舌
側空胴１０６８ｍの近心－遠心方向の幅より広くなるように構成され、したがって、舌側
空胴１０６８ｍ内に挿入されると、フランジ部分１０６６ｍは、（たとえば、応力を受け
ている状態で）それぞれの近心および遠心側壁１０７２ｍに外方の力を及ぼして、閉位置
にある間にロッキングクリップ１０２６ｍの動き（たとえば、捩じれ、近心－遠心方向の
動き、および／またはその他の動き）を抑制するのを助けることができる。
【００４３】
　図１４Ａ～１４Ｃは、図１３Ａに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態の様々な
図であり、舌側空胴１０６８ｎは、概して中心の位置で歯肉側壁１０７３ｎから延びる単
一の安定化部材１０９８ｎをさらに含む。この特有の実施形態では、舌側自由端１０２８
ｎの近心－遠心方向の幅（たとえば、概してフランジ部分１０６６ｎを横切って切り取ら
れる）は、（応力を受けていない状態で）舌側空胴１０６８ｎの近心－遠心方向の幅（た
とえば、近心側壁から遠心側壁まで）より広くなるように構成することができ、したがっ
て、舌側空胴１０６８ｎ内に挿入されると、フランジ部分１０６６ｎは、（たとえば、応
力を受けている状態で）それぞれの近心および遠心側壁１０７２ｎに外方の力を及ぼして
、閉位置にある間にロッキングクリップ１０２６ｎの動き（たとえば、捩じれ、近心－遠
心方向の動き、および／またはその他の動き）を抑制するのを助けることができる。さら
に、ロッキング機構は、舌側空胴１０６８ｎのより広い安定化部材１０９８ｎ、舌側自由
端部１０２８ｎの近心－遠心方向の幅と舌側空胴１０６８ｎの近心－遠心方向の幅との増
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大させた比、またはその両方をさらに含むことができ、したがって、安定化部材１０９８
ｎ上の変形可能フィンガ１０６２ｎの中間部分１１１２ｎによって追加の力を提供して、
閉位置にある間にロッキングクリップ１０２６ｎの動き（たとえば、捩じれ、近心－遠心
方向の動き、および／またはその他の動き）を抑制するのをさらに助けることができる。
【００４４】
　図１５Ａ～１５Ｃは、図３Ｅに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態の様々な図
であり、ロッキングクリップ１０２６ｏの舌側自由端１０２８ｏは、変形可能フィンガ１
０６２ｏの変形を助けるために、ネック部分１０２９ｏおよび中間溝１１１４ｏをさらに
含むことができる。この特有の実施形態では、舌側自由端部１０２８ｏの近心－遠心方向
の幅（たとえば、概してフランジ部分１０６６ｏを横切って切り取られる）は、（応力を
受けていない状態で）舌側空胴１０６８ｏの近心－遠心方向の幅（たとえば、近心側壁か
ら遠心側壁まで）より広くなるように構成することができ、したがって、舌側空胴１０６
８ｏ内に挿入されると、フランジ部分１０６６ｏは、（たとえば、応力を受けている状態
で）それぞれの近心および遠心側壁１０７２ｏに外方の力を及ぼして、閉位置にある間に
ロッキングクリップ１０２６ｏの動き（たとえば、捩じれ、近心－遠心方向の動き、およ
び／またはその他の動き）を抑制するのを助けることができる。さらに、ネック部分１０
２９ｏは、（閉位置にある間に）舌側空胴内へ延びることができ、開位置と閉位置との間
の遷移中にロッキングクリップ１０２６ｏを案内するのを助けるように、舌側開口部１０
６４ｏの幅に対応して寸法設定することができる。
【００４５】
　図１６Ａ～１６Ｃは、図３Ｅに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態の様々な図
であり、舌側開口部１０６４ｐの近心縁部および遠心縁部１１１６ｐ（本体の咬合側）と
略同一平面になるように、より広い近心および遠心側壁１０７２ｐを設けることができ、
それによって舌側空胴１０６８ｐを縮小させることができる。さらに、ロッキングクリッ
プ１０２６ｐは、変形可能フィンガ１０６２ｐを有するＵ字状の舌側自由端１０２８ｐを
さらに含むことができ、内向きのフランジ部分１０６６ｐが、その間に歯肉側開口部１１
１８ｐを形成する。フランジ部分１０６６ｐは、ロッキングクリップ１０２６ｐをブラケ
ット本体１０１２ｐに固定するのを助けるために、傾斜、湾曲、および／またはその他の
形状の部分を有する対向する縁部１１２０ｐを含むことができる。より具体的には、ロッ
キングクリップ１０２６ｐの設置中、舌側自由端１０２８ｐは、舌側開口部１０６４ｐの
咬合側内へ歯肉側に挿入され、フランジ部分１０６６ｐの対向する縁部１１２０ｐは、舌
側空胴１０６８ｐの咬合側突起１１２２ｐに接触する。変形可能フィンガ１０６２ｐは、
外方に変形することができ、それによって歯肉側開口部１１１８ｐの幅を増大させて咬合
側突起１１２２ｐが歯肉側開口部１１１８ｐを通過することを可能にすることができる。
その際、舌側自由端１０２８ｐは、ロッキングクリップを本体１０１２ｐに固定するため
に舌側空胴内へさらに挿入することが可能になる。歯肉側開口部１１１８ｐは、ロッキン
グクリップの設置中に歯肉側開口部１１１８ｐの歯肉側が咬合側突起１１２２ｐの通過を
可能にするのに対して、歯肉側開口部の咬合側が咬合側突起１１２２ｐの通過を実質的に
防止するように構成することができ、したがって、ロッキングクリップは、本体１０１２
ｐに固定されたままとすることができる。望ましくは、ネック部分１０２９ｐは、（閉位
置にある間に）舌側空胴内へ延びることができ、開位置と閉位置との間の遷移中にロッキ
ングクリップ１０２６ｐを案内するのを助けるように、舌側開口部１０６４ｐの幅に対応
して寸法設定することができる。望ましくは、ネック部分１０２９ｐの幅（たとえば、遠
心変形可能フィンガの遠心縁部から近心変形可能フィンガの近心縁部まで）は、開位置と
閉位置との間でロッキングクリップを案内し、かつ／または閉位置にある間にロッキング
クリップ１０２６ｐの動き（たとえば、捩じれ、近心－遠心方向の動き、および／または
その他の動き）を抑制するのをさらに助けるように、舌側空胴１０６８ｐ（および舌側開
口部１０６４ｐ）の近心－遠心方向の幅に対応する（たとえば、嵌る）ことができる。
【００４６】
　本発明のさらに別の実施形態では、自己結紮歯科矯正ブラケットが図１７Ａ～１７Ｉに
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示されており、全体として参照番号６１０によって図示されている。分かるように、歯科
矯正ブラケット６１０は、本体６１２と、本体に装着された舌側取付ベース６１４と、ロ
ッキングクリップ６２６および保持部材６２７を有するロッキング機構とを含む。本体６
１２は、本体６１２の唇側表面から延びる１対の横方向に隔置された歯肉側タイウイング
６１６および１対の横方向に隔置された咬合側タイウイング６１８を含むことができる。
歯肉側タイウイング６１６および咬合側タイウイング６１８は、概して舌側に湾曲してい
る。弧線スロット６２０が、本体６１２を横切って歯肉側タイウイング６１６と咬合側タ
イウイング６１８との間を近心－遠心方向に延びる。弧線スロット６２０は、弧線６２２
を受けるように唇側に開いている。
【００４７】
　第１のブリッジ部分６６０および第２のブリッジ部分６６１がウイング間領域６２４内
に設けられ、第１のブリッジ部分６６０は歯肉側タイウイング６１６間にまたがり、第２
のブリッジ部分６６１は咬合側タイウイング６１８間にまたがる。第１のブリッジ部分６
６０および第２のブリッジ部分６６１は、弧線スロットの唇側表面からそれぞれのタイウ
イング６１６および６１８の唇側表面まで延びる（かつ弧線スロットの一部分を画成する
）ことを理解されたい。
【００４８】
　保持部材６２７は、ロッキングクリップ６２６が閉位置（たとえば、止め具６４４内の
活動状態の第１の閉位置または止め具６４６内の第２の閉位置）から開位置へ意図せずに
動くのを阻止し、場合によりロッキングクリップ６２６が開位置へ旋回されるときにロッ
キングクリップ６２６を開いたまま維持するために、歯肉側タイウイング６１６上に第１
の対の止め具６４４および第２の対の止め具６４６を含むことができる。各止め具は、第
１の開口部と、少なくとも１つのガイド部分と、少なくとも１つのフランジとを画成する
。第１の対の止め具６４４は、それぞれの歯肉側タイウイング６１６から概して外方に延
び、第１の開口部６６４と、第１のガイド部分６７４と、ロッキングクリップ６２６に係
合して第１の閉位置を維持するための第１のフランジ６６８（たとえば、活動状態の第１
の閉位置に対する活動ブラケット）とを含む。同様に、第２の対の止め具６４６は、それ
ぞれの歯肉側タイウイング６１６から概して外方に延び、第２の開口部６６６と、ガイド
部分６７５と、ロッキングクリップ６２６に係合して第２の閉位置を維持するための第２
のフランジ６６９（たとえば、休止状態（ｐａｓｓｉｖｅ）の第２の閉位置に対する休止
ブラケット）とを含む。第１の対の止め具６４４および第２の対の止め具６４６は、各対
の止め具６４４および６４６の一方の止め具が、各対の止め具６４４および６４６のそれ
ぞれの他方の止め具に対して歯肉側－咬合側方向に並置されるように位置することができ
ることを理解されたい。望ましくは、各歯肉側タイウイング上のこれらの対の止め具は、
略Ｗ字状の構成を画成することができる。これらの対の止め具は、その他の場所に配置す
ることもでき、たとえばウイング間領域６２４の周りで歯肉側タイウイング６１６のそれ
ぞれの内面に沿って配置することができることがさらに理解される。
【００４９】
　ロッキングクリップ６２６は、咬合側タイウイング６１８上に旋回式に取り付けられ、
弧線スロット６２０へのアクセスが阻止される２つの閉位置（図３４～３７）と、弧線ス
ロット６２０へのアクセスが可能になる開位置（図３１～３３）との間を可動である。ロ
ッキングクリップ６２６は、略Ｙ字状の構成を有するばね要素の形であることを理解され
たい。より具体的には、ロッキングクリップ６２６は、その間に開口部６２９を画成する
１対の対向するサイドアーム６５０および６５２を有するヘッド部分６２８を含むことが
できる。ヘッド部分６２８ならびに／またはサイドアーム６５０および６５２は、弧線ス
ロット６２０を横切って延びるように構成されることを理解されたい。
【００５０】
　アーム６５０および６５２は、逆向きに隔置されたフック端６７２を画成するように内
曲りになった自由端（たとえば、概して近心および遠心に延びるが、必須ではない）を含
むことができる。（歯肉側の）フック端６７２は、歯肉側タイウイング６１６内に形成さ
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れたそれぞれの第１の開口部６６４またはそれぞれの第２の開口部６６６内に受け入れる
ことができる。
【００５１】
　ロッキングクリップ６２６はまた、連結ヘッド６２８およびベース部分６９２を含むこ
とができ、ベース部分６９２は、それぞれ逆向きに隔置された末端部６３２および６３４
を画成するように外曲りになった対向する自由端（たとえば、概して近心および遠心に延
びるが、必須ではない）を有する。末端部６３２および６３４は各々、咬合側タイウイン
グ６１８の１つの中に形成されたそれぞれの内腔６３６および６３８内に受け入れられる
。内腔６３６および６３８は、それぞれのタイウイング６１８を完全または部分的に通っ
て（たとえば、近心－遠心方向に）延びることができる。
【００５２】
　歯科矯正ブラケット６１０を第１の閉位置で閉じるには、ロッキングクリップ６２６は
、歯肉側タイウイング６１６の周りのロッキング機構６２７の第１の対の止め具６４４（
たとえば、歯肉側の第１の対の止め具）に向かって、末端６３２および６３４の周りを旋
回される。フック端６７２（たとえば、６７２ａおよび６７２ｂ）は、第１のガイド部分
６７４のそれぞれの唇側表面に接触し、この唇側表面に沿って歯肉側に案内される。フッ
ク端６７２は、第１のガイド部分６７４の唇側表面に沿って継続的に案内され、その後、
フック端６７２は、第１の対の止め具６４４のフランジ６６８を越えて延びる。これによ
り、ロッキングクリップ６２６が応力を受けていない状態に向かって跳ね返ることが可能
になり、したがって、フック６７２はそれぞれのフランジ６６８に係合し、それによって
ロッキングクリップ６２６を第１の閉位置で維持する。その際、ロッキングクリップ６２
６は舌側に撓み、したがって、第１の閉位置（図３６Ａ、図３６Ｂ、および図３７）にあ
る間、ロッキングクリップと、弧線と、弧線スロットとの間の接触を実質的にまたは完全
に維持することができる。
【００５３】
　より具体的には、フック端６７２によって第１のガイド部分６７４の唇側表面に反力が
加えられることで、ロッキングクリップ６２６は、応力を受けている状態に（たとえば、
歯肉側－舌側方向に）撓む。フック端６７２がそれぞれの第１の止め具６４４を越えて概
して舌側に第１の開口部６６４内へ旋回されたとき、ロッキングクリップ６２６は、応力
を受けていない状態に戻ろうとして第１のフランジ６６８に向かって跳ね返る。その際、
第１の対の止め具６４４の第１のフランジ６６８は、第１の閉位置にある間にそれぞれの
フック端６７２が第１の開口部６６４から取り外されるのを防止する。第１のフランジ６
６８は、この応力を受けている状態にあるロッキングクリップ６２６が開位置に向かって
戻るのを阻止する。このようにして、弧線スロット６２０は閉じたままであり、それによ
って弧線スロット内で弧線６２２ａを活動状態で固定する。
【００５４】
　歯科矯正ブラケット６１０を第２の閉位置で閉じるには、ロッキングクリップ６２６は
、歯肉側タイウイング６１６の周りのロッキング機構６２７の第２の対の止め具６４６に
向かって、末端６３２および６３４の周りを旋回される。フック端６７２は、第２のガイ
ド部分６７５のそれぞれの唇側表面に接触し、この唇側表面に沿って歯肉側に案内される
。フック端６７２は、第２のガイド部分６７５の唇側表面に沿って継続的に案内され、そ
の後、フック端６７２は、第２の対の止め具６４６の第１のフランジ６６９を越えて（た
とえば、歯肉側－舌側方向に）延びる。これにより、ロッキングクリップ６２６が応力を
受けていない状態に向かって跳ね返ることが可能になり、したがって、フック端６７２は
それぞれの第２のフランジ６６９に係合し、それによってロッキングクリップ６２６を第
２の閉位置で維持する。その際、ロッキングクリップ６２６は舌側にわずかに撓むことが
でき、したがって、第２の閉位置（図３４Ａ、図３４Ｂ、および図３５）にある間、ロッ
キングクリップ６２６と弧線との間の接触が最小またはゼロの状態を維持することができ
る。
【００５５】
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　より具体的には、フック端６７２によって第２のガイド部分６７５の唇側表面に反力が
加えられることで、ロッキングクリップ６２６は、応力を受けている状態に（たとえば、
歯肉側－舌側方向に）撓む。フック端６７２がそれぞれの第２の止め具６４６を越えて概
して舌側に第２の開口部６６６内へ旋回されたとき、ロッキングクリップ６２６は、応力
を受けていない状態に戻ろうとして第２のフランジ６６９に向かって跳ね返る。その際、
第２のフランジ６６９は、第２の閉位置にある間にそれぞれのフック端６７２が第２の開
口部６６６から取り外されるのを防止する。したがって、第２のフランジ６６９は、この
応力を受けている状態にあるロッキングクリップ６２６が開位置に向かって戻るのを阻止
する。このようにして、弧線スロット６２０は閉じたままであり、それによって弧線スロ
ット内で弧線６２２ｂを休止状態で固定する。
【００５６】
　弧線を解放するには、ロッキングクリップ６２６は、歯肉側－舌側方向に押し込まれて
、フック端６７２をそれぞれの第１の対の止め具６４４または第２の対の止め具６４６か
ら係合解除する。１つの特有の例では、弧線を第１の閉位置から解放するには、まずフッ
ク端６７２が、第１のフランジ６６８を越えて歯肉側－舌側方向に（典型的には、第３の
ガイド部分６７６の唇側表面に沿って）動かされる。別の特有の例では、弧線を第２の閉
位置から解放するには、まずフック端６７２が、第２のフランジ６６９を越えて歯肉側－
舌側方向に（典型的には、第１のガイド部分６７４の唇側表面に沿って）動かされる。そ
の後、ロッキングクリップ６２６は、それぞれの第１の対の止め具６４４および第２の対
の止め具６４６のいずれかから取り外すことができ、したがって、ロッキングクリップ６
２６は（応力を受けていない状態で）、末端６３２および６３４の周りを自由に旋回する
ことができる。
【００５７】
　１つの特有の例では、ロッキングクリップ６２６が第１のガイド６７４に沿って動かさ
れる（たとえば、歯肉側に誘導されまたは押される）とき、ロッキングクリップ６２６が
第２の対の止め具６４６から係合解除されることが企図される。ロッキングクリップ６２
６が第１の対の止め具６４４を越えて動かされた後、フック端６７２は、第１の開口部６
６４内へ舌側－咬合側方向に付勢され、それによってロッキングクリップを第２の閉位置
から第１の閉位置へ遷移させる。
【００５８】
　場合により、ブラケット６１０は、任意選択の結紮糸を受けるための溝６８０をさらに
含むことができる。溝６８０は、含まれるとき、タイウイング６１６の外部に沿って位置
することができる。溝６８０は、ロッキングクリップ６２６のアームへのアクセスを提供
することによって、ロッキングクリップ６２６を第２の閉位置および／または第１の閉位
置から解放するのを助けるように構成することができることを理解されたい。たとえば、
ロッキングクリップ６２６が第３のガイド６７６に沿って第１の閉位置から動かされてい
る（たとえば、歯肉側に誘導されまたは押されている）とき、フック端６７２は、舌側に
タイウイングの舌側自由端の下を溝６８０内へ誘導され、したがって、ロッキングクリッ
プのばね張力が、溝６８０を通ってロッキングクリップ６２６を開位置へ自動的に動かす
（たとえば、唇側に誘導する）。
【００５９】
　図１７Ｊ～１７Ｌは、図１７Ａ～１７Ｉに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態
の様々な図であり、ロッキングクリップ６２６ａの咬合側部分は、内腔６３６ａおよび６
３８ａに旋回式に係合する１対の舌側に湾曲したアーム６９６ａを含む。アーム６９６ａ
は、ロッキングクリップ６２６ａの略Ｙ字状の咬合側部分を画成するように隔置される。
【００６０】
　ラチェット設計を有する自己結紮ブラケットは、ブラケット本体のタイウイング（たと
えば、１つまたはそれ以上の歯肉側タイウイング）に装着することができる単一のラチェ
ットまたは複数のラチェットを含むことができる。ラチェットは、歯肉側タイウイング（
外側もしくは内側）の一体部材とすることができ、または適切な製造方法によってタイウ
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イングに恒久的に装着することができ、もしくは本体上の任意の他の（適切な）位置に装
着することができる。ラチェット設計は、閉じているとき、（弧線クリップの唇側部分、
好ましくはクリップの唇側自由端で）クリップの頂部レッグをロックする複数のスロット
を有することができる。
【００６１】
　この係合設計は、指および／またはその他（たとえば、工具）でクリップを簡単に押す
だけでクリップを開閉することができるように構成することができることが考えられる。
有利には、このラチェットベースの係合機構は、従来技術と比較すると、クリップを開閉
するための機器の必要をなくすことができるように構成することができる。
【００６２】
　図１８Ａ～１８Ｄは、図１７Ａに示す自己結紮ブラケットの代替実施形態の様々な図で
あり、ロッキングクリップ６２６ｂおよび保持部材６２７ｂを有する修正された「ラチェ
ット」ベースの係合機構を提供することができる。本体６１２ｂは、本体６１２ｂから延
びる１対の横方向に隔置された歯肉側タイウイング６１６ｂおよび１対の横方向に隔置さ
れた咬合側タイウイング６１８ｂを含むことができる。歯肉側タイウイング６１６ｂは、
概して舌側に湾曲しており、それによって保持部材６２７ｂの一部分を形成する。
【００６３】
　保持部材６２７ｂは、ロッキングクリップ６２６ｂが閉位置から開位置へ意図せずに動
くのを阻止し、場合によりロッキングクリップ６２６ｂが開位置へ旋回されるときにロッ
キングクリップ６２６ｂを開いたまま維持するために、歯肉側タイウイング６１６ｂ上に
１対の対向する止め具６４４ｂを含むことができる。止め具６４４ｂは、そこから舌側に
湾曲するそれぞれの歯肉側タイウイング６１６ｂの一体の延長部とすることができ、開口
部６６４ｂと、ガイド部分６７４ｂと、ロッキングクリップ６２６ｂに係合して閉位置を
維持するためのフランジ６６８ｂとを形成する。望ましくは、各歯肉側タイウイング上の
止め具６４４ｂは、略フック形状の構成を画成することができるが、必須ではない。
【００６４】
　ロッキングクリップ６２６ｂは、咬合側タイウイング６１８ｂ上に旋回式に取り付けら
れた対向するベースアーム６９３ｂを有するベース部分６９２ｂを含むことができる。隔
置されたベースアーム６９３ｂは、それぞれ逆向きに誘導された末端部６３２ｂおよび６
３４ｂをさらに含むことができる。末端部６３２ｂおよび６３４ｂは各々、咬合側タイウ
イング６１８ｂの１つの中に形成されたそれぞれの内腔６３６ｂおよび６３８ｂ内に受け
入れられる。この特有の実施形態では、ベースアーム６９３ｂは略平坦である。
【００６５】
　ロッキングクリップ６２６ｂは、略Ｔ字状の構成を有するばね要素の形とすることがで
きることを理解されたい。より具体的には、ロッキングクリップ６２６ｂは、ヘッド部分
６２８ｂと、閉位置にある間に弧線スロット６２０ｂを概して覆う中間部分６４９ｂとを
含むことができる。ヘッド部分６２８ｂおよび中間部分６４９ｂは、ヘッド部分６２８ｂ
および中間部分６４９ｂから近心側および遠心側に延びてその間に凹部６５１ｂを画成す
るそれぞれ１対のサイドアーム６５０ｂおよび６５２ｂを含むことができる。アーム６５
０ｂは、ロッキングクリップ６２６ｂを閉位置で固定するように歯肉側タイウイング６１
６内に形成されたそれぞれの開口部６６４内に受け入れることができる。
【００６６】
　場合により、ブラケット６１０ｂは、任意選択の結紮糸を受けるための溝６８０ｂをさ
らに含むことができる。溝６８０ｂは、含まれるとき、歯肉側タイウイング６１６ｂの外
部に沿って位置することができる。溝６８０ｂは、ロッキングクリップ６２６ｂのアーム
６５０ｂへのアクセスを提供することによって、ロッキングクリップ６２６ｂ（たとえば
、アーム６５０ｂ）を閉位置から解放するのを助けるように構成することができることを
理解されたい。たとえば、ロッキングクリップ６２６ｂがガイド６７４ｂに沿って閉位置
から動かされている（たとえば、歯肉側に誘導されまたは押されている）とき、アーム６
５０ｂは、舌側にタイウイングの舌側自由端の下を溝６８０ｂ内へ誘導され、したがって
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、ロッキングクリップのばね張力が、溝６８０を通ってロッキングクリップ６２６ｂを開
位置へ自動的に動かす（たとえば、唇側に誘導する）。
【００６７】
　図１９Ａ～１９Ｅは、図１８Ａ～１８Ｄに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態
の様々な図であり、保持部材６２７ｃは、歯肉側タイウイング６１６ｃの一部分から内方
へ延びながら縮小されている。その際、歯肉側タイウイング６１６ｃのフック部分は、任
意選択の結紮糸（複数可）を受けるように利用可能とすることができる。
【００６８】
　最終の活動段階におけるロッキングクリップ６２６ｃと弧線６２２ｃとの間の双方向性
は、臨床的な観点から重要になることがある。クリップ設計の変動により、クリップと弧
線との間の双方向性を可能にすることができることが考えられる。概して、この双方向性
は、ある程度の動く余裕を有する（たとえば、「浮動」し、かつ／または閉位置にある間
に可動である）クリップとして画成することができる。たとえば、図１９Ｄに示すように
、「ラチェッティング」部材の拡大図が提供され、このラチェッティング部材は、単独で
、または対向するラチェッティング部材と組み合わせて、このタイプの双方向性を実現す
るように構成することができる。より具体的には、図１９Ｄに示すように、クリップが閉
位置にきた後にクリップの唇側自由端がロッキングラチェッティングスロットに係合する
際に、隙間を実現することができる。
【００６９】
　クリップの中間（たとえば、クリップのうち、概して弧線に接触することができる区間
）は、概して所定の双方向性を維持するのに十分な可撓性を有することができる。クリッ
プの中間区間と弧線との間で所定の双方向性を実現するために、幾何形状の変化（すなわ
ち、材料をより少なくすること）および／またはクリップの材料をより柔軟にすることの
両方を最適化することができる（図１９Ｃ）。
【００７０】
　クリップが最終のロック位置にきた後、クリップ内で張力（ばね力）を生成することが
できる。その結果、クリップが最終のロック位置からさらに（たとえば、舌側に）押し下
げられると、張力によってクリップの先端（たとえば、クリップの唇側自由端に位置する
Ｔ字状またはその他の形状のポスト）を引っ張り、したがって、クリップをスロット（た
とえば、歯肉側ラチェッティングスロット（複数可））から開位置へ解放することができ
ることを理解されたい。
【００７１】
　図２０Ａ～２０Ｂは、図１９Ａ～１９Ｅに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態
の様々な図であり、ロッキングクリップ６２６ｄのベース部分６９２ｄは、湾曲したベー
スアーム６９３ｄを含むことができる。
【００７２】
　図２１Ａ～２１Ｃは、図１９Ａ～１９Ｅに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態
の様々な図であり、ベースアーム６９３ｅから延びる略方形の部材として末端部６３２ｅ
および６３４ｅを設けることができる。その際、それぞれの内腔６３６ｅおよび６３８ｅ
は、方形の末端部６３２ｅおよび６３４ｅに対応するように方形の開口部に修正されてい
る。
【００７３】
　図２２Ａ～２２Ｃは、図１９Ａ～１９Ｅに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態
の様々な図であり、内腔６３６ｆおよび６３８ｆは８の字状として構成されており、した
がって、ロッキングクリップ６２６ｆは、開位置（たとえば、それぞれの内腔６３６ｆ、
６３８ｆの舌側－咬合側６３６ｆ’および６３８ｆ’）と、閉位置（たとえば、それぞれ
の内腔６３６ｆ、６３８ｆの唇側－歯肉側６３６ｆ”および６３８ｆ”）との間を摺動回
転することができる。
【００７４】
　図２３Ａ～２３Ｂは、図１９Ａ～１９Ｅに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態
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の様々な図であり、内腔６３６ｇおよび６３８ｇは８の字状として構成されており、した
がって、ロッキングクリップ６２６ｇは、開位置（たとえば、それぞれの内腔６３６ｇ、
６３８ｇの唇側－咬合側６３６ｇ’および６３８ｇ’）と、閉位置（たとえば、それぞれ
の内腔６３６ｇ、６３８ｇの舌側－歯肉側６３６ｇ”および６３８ｇ”）との間を摺動回
転することができる。
【００７５】
　本明細書に論じる支点の周りのみを回転する自由回転式のヒンジ形クリップ設計とは異
なり、この追加の実施形態は、回転運動と摺動運動の両方を別個に、または好ましくは同
時に含むことができる。図２３のクリップが閉じる間に上へ摺動する運動では、クリップ
内で生成される応力をより小さくすることができ、したがって、恒久的な変形を防止する
ことができることが考えられる。
【００７６】
　図２４Ａ～２４Ｂは、図１９Ａ～１９Ｅに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態
の様々な図であり、第２の対の保持（舌側）開口部６６６ｈをさらに設けることができる
。この特有の実施形態では、保持部材６２７ｈは、ロッキングクリップ６２６ｈが閉位置
（たとえば、止め具６４４ｈ内の活動状態の第１の閉位置または止め具６４６ｈ内の第２
の閉位置）から開位置へ意図せずに動くのを阻止し、場合によりロッキングクリップ６２
６ｈが開位置へ旋回されるときにロッキングクリップ６２６ｈを開いたまま維持するため
に、歯肉側タイウイング６１６ｈ上に第１の対の止め具６４４ｈおよび第２の対の止め具
６４６ｈを含むことができる。各止め具は、第１の開口部と、少なくとも１つのガイド部
分と、少なくとも１つのフランジとを画成する。第１の対の止め具６４４ｈは、それぞれ
の歯肉側タイウイング６１６から概して外方に延び、第１の開口部６６４ｈと、第１のガ
イド部分６７４ｈと、ロッキングクリップ６２６ｈに係合して第１の閉位置を維持するた
めの第１のフランジ６６８ｈ（たとえば、活動状態の第１の閉位置に対する活動ブラケッ
ト）とを含む。同様に、第２の対の止め具６４６ｈは、それぞれの歯肉側タイウイング６
１６から概して外方に延び、第２の開口部６６６ｈと、ガイド部分６７５ｈと、ロッキン
グクリップ６２６ｈに係合して第２の閉位置を維持するための第２のフランジ６６９（た
とえば、休止状態の第２の閉位置に対する休止ブラケット）とを含む。第１の対の止め具
６４４ｈおよび第２の対の止め具６４６ｈは、各対の止め具６４４ｈおよび６４６ｈの一
方の止め具が、各対の止め具６４４ｈおよび６４６ｈのそれぞれの他方の止め具に対して
歯肉側－咬合側方向に並置されるように位置することができることを理解されたい。望ま
しくは、各歯肉側タイウイング上のこれらの対の止め具は、略Ｗ字状の構成を画成するこ
とができる。
【００７７】
　図２２および図２４に示すように、本発明は、クリップ摺動／旋回機構を有する自己結
紮ブラケットの別の実施形態を含むことができ、この機構は、クリップ内の張力を低減さ
せ、かつ／またはその結果生じるクリップのあらゆる恒久的な変形を防止して、クリップ
の機能性を概して維持するように構成することができる。
【００７８】
　本発明は、図２５Ａ～２５Ｈに示す自己結紮ブラケットの別の実施形態をさらに提供す
ることができる。概して、自己結紮ブラケットは、ベースおよびＣ字状のクリップで成形
された本体を含むことができる。クリップは、弧線スロットの上を歯肉側と咬合側の両方
に摺動する２つの屈曲した端部を有し、システムは、閉鎖モード（歯肉側または咬合側）
に応じて、治療中に活動状態または休止状態で挙動する。より具体的には、このブラケッ
トの概念には、３つの構成要素がある（上記の図を参照）：本体、クリップ、およびベー
スである。クリップは、Ｃ字のような形状とすることができ、歯肉側モードと咬合側モー
ドの両方で閉じることが可能である。方形／正方形の弧線が本体のスロット内に位置する
状態で、このクリップは、クリップのどの端部が弧線のスロットを覆うかに応じて、同じ
弧線との休止状態の係合と活動状態の係合の両方を示すことができる。この概念が独特で
あるところは、弧線を変化させることなく、休止段階から活動段階へ変化する能力（また



(27) JP 2015-531303 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

は逆も同様である）である。しかし、円形の弧線は、歯肉側閉鎖モードと咬合側閉鎖モー
ドとの両方で休止段階のままになる傾向があることが予想される。クリップは、Ｃ字の側
面形状（次の図を参照）を有し、２つの屈曲した端部を有する。クリップの２つの端部は
、２つの異なるクリップ範囲を有する（次の図の赤い矢印を参照）。歯科矯正治療段階で
は、ブラケットは、休止段階（弧線とクリップとの間の接触がない）と、活動段階（弧線
とクリップとの間も干渉接触がある）とを有する。詳細は、次の図を参照されたい。クリ
ップの大きい方の端部（たとえば、歯肉側の端部）が弧線を覆う休止段階（図２５Ｇ）で
は、クリップと弧線との間に接触がない。図２５Ｈのように、クリップが開位置にきたと
き、クリップは弧線を覆わない。クリップの小さい方の端部が弧線を覆う活動段階（図２
５Ｉ）では、クリップと弧線との間に干渉接触が生じる。望ましくは、休止段階と活動段
階の両方に対してクリップと弧線との間に双方向性を有するように、２段階ブラケットを
設計することができる。
【００７９】
　図２５Ｊは、休止段階における弧線とクリップの咬合側端部との間の双方向性を示す。
活動段階における弧線とクリップの歯肉側端部との間の双方向性に対して、クリップの歯
肉側端部で同じ設計原理を使用することもできる。望ましくは、休止段階中、弧線とクリ
ップとの間に物理的な接触はない。しかし、いくつかの密集した咬合側の場合、弧線はク
リップに接触し始める。保持器チャネル内のクリップの上の隙間（クリップの咬合側自由
端と保持器壁（たとえば、フード）の舌側表面との間の区域）のため、クリップと弧線と
の間の双方向性が実現される。
【００８０】
　本発明の自己結紮ブラケットのこの特有の実施形態では、ブラケット１０１０ｑは、修
正されたロッキングクリップ１０２６ｑと、修正された受取部材１０３６ｑとを含む。受
取部材１０３６ｑは、ブラケット本体１０１２ｑの歯肉側タイウイング１０１６ｑの周り
で近心側および遠心側に位置することができる第１の受取部材１０３６ｑ’を含むことが
でき、非連続的な保持（たとえば、静止）チャネル１０９０ｑを含むことができ、保持チ
ャネル１０９０ｑは、ロッキングクリップ１０２６ｑのそれぞれのタブ部分１０３１ｑに
対する押込式着座を可能にするための近心部分および遠心部分１０９１ｑを含む。望まし
くは、保持チャネル１０９０ｑの近心および遠心部分１０２７ｑは、弧線スロット１０２
０ｑに対して略平行に延びる。この特有の実施形態では、唇側自由端１０３０ｑにおける
ロッキングクリップ１０２６ｑの幅は、ブラケット本体１０１２ｑと概して同じ近心－遠
心方向の幅にすることができる。さらに、ロッキングクリップ１０２６ｑの唇側自由端１
０３０ｑは、タブ部分１０３１ｑ間に配置されたノッチ部分１０３４ｑを含むことができ
る。保持チャネルは、略Ｃ字状のプロファイルによってさらに画成することができ、押込
式着座を提供する（唇側自由端１０３０ｑの舌側の動きを制限する）だけでなく、フード
部分１０３８ｈを設けて、閉位置にある間に唇側自由端１０３０ｈの唇側の動きを制限す
ることもできる。場合により、保持チャネル１０９０ｑの高さ（たとえば、唇側－舌側方
向の高さ）は、ロッキングクリップ１０２６ｑの自由端部１０３０ｑが閉位置にある間に
保持チャネル１０９０ｑ内に弧線が閉じ込められるのを実質的に防止することができるの
に十分な寸法（たとえば、弧線の厚さ以下）とすることができる。
【００８１】
　受取部材１０３６ｑは、第２の受取部材１０３６ｑ”をさらに含むことができ、第２の
受取部材１０３６ｑ”は、ウイング間領域１０２４ｑの周りで咬合側タイウイング１０１
８ｑ間の中心に位置することができる。ウイング間領域１０２４ｑは、クリップが開位置
から閉位置へ動くのを助けるための突起１０４４ｑを有する開いた止め溝１０４２を含む
ことができる。望ましくは、唇側－咬合側の自由端１１２２ｑの幅は、唇側－咬合側の自
由端１１２２ｑを受けるためのウイング間領域１０２４ｑの幅に対応する。
【００８２】
　この実施形態では、ブラケット１０１０ｑは、２つの閉位置（活動状態の閉位置および
休止状態の閉位置）ならびに開位置に対して構成することができる。活動状態の閉位置（
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図２５Ｇ）では、ロッキングクリップ１０２６ｑは咬合側に変位され、したがって唇側－
歯肉側の自由端１０３０ｑは、弧線１０２２ｑをロッキングクリップ１０２６ｑに活動状
態で係合させる。休止状態の閉位置（図２５Ｈ）では、ロッキングクリップ１０２６ｑは
歯肉側に変位され、したがって唇側－咬合側自由端１１２２ｑは、弧線に実質的に接触し
ないで、弧線スロット１０２０ｑを閉じる（たとえば、覆う）。有利には、ロッキングク
リップ１０２６ｑは、休止状態の閉位置でより小さい弧線を収納するために、図２５Ｉに
示すように歯肉側にさらに変位させることができる。開位置（図２５Ｆ）では、ロッキン
グクリップ１０２６ｑは概して、中に位置する弧線１０２２ｑの取り外しを可能にするた
めに、唇側－歯肉側の自由端１０３０ｑと唇側－咬合側の自由端１１２２ｑとの間の間隔
１１２４ｑが弧線スロット１０２０ｑに対して略平行の向きになるように位置する。
【００８３】
　図２６Ａ～２６Ｈは、本発明の自己結紮ブラケットの別の実施形態の様々な図であり、
この自己結紮ブラケットは、ベース１０１４ｒおよび少なくとも１つのクリップ１０２６
ｒ（たとえば、複数のクリップ）で成形された本体１０１２ｒ（たとえば、ひし形の本体
設計）を含むことができる。より具体的には、微細機械加工処理によって、クリップ１０
２６ｒ（たとえば、金属クリップ）および本体ラック歯車１１２６ｒを形成することがで
きる。クリップ１０２６ｒおよび本体１０１２ｒは、クリップが異なる弧線寸法に合わせ
て異なる位置でロックすることを可能にするように、唇側－舌側方向に沿って嵌合式のラ
ック歯車機構またはその他として設計することができる。調整可能なクリップ１０２６ｒ
は、クリップ１０２６ｒのラチェッティング／調整のためにそれぞれの本体ラック歯車１
１２６ｒに対応および／または嵌合するラック１１２８ｒを含む。調整可能なクリップ１
０２６ｒはまた、弧線上における休止状態の係合と、活動状態の係合と、相互作用状態の
係合との間の調整を可能にすることができる（たとえば、休止状態の係合とは、クリップ
が弧線に接触していないときを指し、活動状態の係合とは、クリップが弧線に直接力を加
えているときを指すことができる）。相互作用状態の係合は、クリップが弧線に係合して
いるが弧線に力をかけていないとき、または実質的に力を加えていないときに得ることが
できる。複数のクリップが含まれるとき、２つのクリップは、望ましくは互いに独立して
おり、したがって、弧線上で片側に単独で係合を有することが可能である。
【００８４】
　クリップ－弧線の相互作用は、様々な方法で調整することができる。たとえば、クリッ
プ－弧線の相互作用は、それだけに限定されるものではないが：ブラケット本体の近心側
および遠心側の弧線上の活動状態の係合；ブラケット本体の近心側および遠心側の弧線上
の休止状態の係合；ブラケット本体の近心側および遠心側の弧線上の相互作用状態の係合
；ブラケット本体の近心側の弧線上の活動状態の係合および遠心側の休止状態の係合；ブ
ラケット本体の遠心側の弧線上の活動状態の係合および近心側の休止状態の係合；ブラケ
ット本体の近心側の弧線上の相互作用状態の係合および遠心側の休止状態の係合；ブラケ
ット本体の遠心側の弧線上の相互作用状態の係合および近心側の休止状態の係合；ブラケ
ット本体の近心側の弧線上の活動状態の係合および遠心側の相互作用状態の係合；ブラケ
ット本体の遠心側の弧線上の活動状態の係合および近心側の相互作用状態の係合；ならび
にこれらの任意の組合せの１つまたはそれ以上によって調整することができる。
【００８５】
　クリップ１０２６ｒは、スケーラまたは他の一般的な歯科機器を使用して、クリップ上
のラック歯車１１２８ｒ（たとえば、ラチェッティングシステム）の縁部に力を加えてク
リップを唇側方向に引くことによって開くことができる。ラック歯車１１２８ｒの向きに
より、舌側方向へ押すことによってクリップを閉じることが可能になる。図２６Ｇ～２６
Ｈに示すように、クリップ上でラック歯車の反対側に位置する円形のノブ１１３０ｒによ
り、ブラケットの本体内に構築された止め具１１３２ｒまでクリップが唇側方向に容易に
摺動することが可能になる。円形のノブ１１３０ｒが本体上の止め具１１３２ｒに到達す
ると、クリップ上のラック歯車１１２８ｒは、本体上の嵌合ラック歯車１１２６ｒから係
合解除され、次いでクリップは旋回することができ、したがって、クリップは弧線スロッ
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ト１０２０ｒを妨げなくなり、弧線１０２２ｒの取り外しまたは挿入を行うことができる
（図２６Ｉ）。各クリップには、弾性体の結紮のためにポスト１１３４ｒ（たとえば、フ
ック）を装着することができる。結紮することができる弾性体は、審美的な目的で使用す
ることができ、ブラケットの性能に影響を与えながら異なる色の結紮糸を装着することが
可能になる。弾性体はまた、高さ合わせおよび位置合わせならびに歯の挺出を助けるため
に装着することができる。
【００８６】
　図２７Ａ～２７Ｇは、図２４Ａ～２４Ｂに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態
の様々な図であり、歯肉側タイウイングの咬合側に第１の対の保持部材および第２の対の
保持部材が設けられる。概して、自己結紮ブラケットは、ベース６１４ｉおよび摺動ロッ
キングクリップ６２６ｉで成形された本体６１２ｉを含むことができる。より具体的には
、ブラケット本体は、２つの保持器チャネル（たとえば、開口部）６６４ｉ、６６６ｉを
含むことができ、保持器チャネル６６４ｉ、６６６ｉを使用して、クリップ６２６ｉが２
つの治療段階（休止状態および活動状態）を同じ弧線で利用することを可能にすることが
できる。このブラケットの概念はまた、それぞれ開閉および変化の治療段階（活動状態対
休止状態）に対して３つの異なる方向、すなわち歯肉方向、咬合方向、舌側方向を有する
ように設計することができる。
【００８７】
　ブラケットは、本体、ベース、およびクリップなどの３つの構成要素を含むことができ
る。例示の目的で、本体のスロット内には方形／正方形の弧線が位置する。スロットは、
円形の弧線も同様に収納することが可能であることに留意されたい。これらの図に示すよ
うに、クリップの唇側自由端６９２ｉは、閉じたときにまず休止状態のクリップ保持チャ
ネル（たとえば、長手方向に位置する隔置された唇側開口部）内に位置する「ポスト」（
たとえば、Ｔ字状の自由端）のような特徴を有するように設計することができる。この位
置（図２７Ｆ）で、クリップと弧線との間の接触を実質的にまたは完全になくすことがで
き、これが歯科矯正治療の休止段階である。
【００８８】
　典型的には、治療が進行すると、クリップは、休止段階（図２７Ｆのようにクリップと
弧線との間の接触がない）から、ポスト特徴が活動状態でクリップ保持チャネル内に位置
する（たとえば、長手方向に隔置された舌側開口部は概して休止状態の保持チャネルの下
に位置する）活動段階（図２７Ｇのようにクリップと弧線との間に干渉接触がある）へ、
変化させることが必要になることがある。クリップを休止段階から活動段階へ変化させる
機構（図２７Ｉ）は、クリップの唇側自由端部に簡単に力を加えて活動状態のクリップ静
止チャネルへ押し下げる（図２７Ｄに矢印で示す）ことができる。図２７Ｆに示すように
、クリップの唇側自由端部は、開位置にある間に近心－遠心方向の静止溝１０４２内に位
置決めすることができる。クリップ保持チャネルの数は、必要な場合は低減または増大さ
せることができ、チャネル位置（弧線スロットの底部に対する）も必要な場合は変えるこ
とができる。
【００８９】
　この特有の実施形態では、保持部材６２７は、ロッキングクリップ６２６ｉが閉位置（
たとえば、止め具６４４内の活動状態の第１の閉位置または止め具６４６ｉ内の第２の閉
位置）から開位置へ意図せずに動くのを阻止し、場合によりロッキングクリップ６２６ｉ
が開位置へ旋回されるときにロッキングクリップ６２６ｉを開いたまま維持するために、
歯肉側タイウイング６１６ｉの咬合側に第１の対の止め具６４４ｉおよび第２の対の止め
具６４６ｉを含むことができる。各止め具は、第１の開口部と、少なくとも１つのガイド
部分と、少なくとも１つのフランジとを画成する。第１の対の止め具６４４ｉは、それぞ
れの歯肉側タイウイング６１６ｉから概して外方に延び、第１の開口部６６４ｉと、第１
のガイド部分６７４ｉと、ロッキングクリップ６２６ｉに係合して第１の閉位置を維持す
るための第１のフランジ６６８ｉ（たとえば、活動状態の第１の閉位置に対する活動ブラ
ケット）とを含む。同様に、第２の対の止め具６４６ｉは、それぞれの歯肉側タイウイン
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グ６１６から概して外方に延び、第２の開口部６６６と、ガイド部分６７５ｉと、ロッキ
ングクリップ６２６ｉに係合して第２の閉位置を維持するための第２のフランジ６６９ｉ
（たとえば、休止状態の第２の閉位置に対する休止ブラケット）とを含む。第１の対の止
め具６４４ｉおよび第２の対の止め具６４６ｉは、各対の止め具６４４ｉおよび６４６ｉ
の一方の止め具が、各対の止め具６４４ｉおよび６４６ｉのそれぞれの他方の止め具に対
して歯肉側－咬合側方向に並置されるように位置することができることを理解されたい。
望ましくは、各歯肉側タイウイング上のこれらの対の止め具は、略Ｗ字状の構成を画成す
ることができる。
【００９０】
　ロッキングクリップ６２６ｉは、咬合側タイウイング６１８ｉ上を摺動し、弧線スロッ
ト６２０ｉへのアクセスが阻止される２つの閉位置（図２７Ｄ～２７Ｅ）と、弧線スロッ
ト６２０ｉへのアクセスが可能になる開位置（図２７Ｆ）との間を可動である。ロッキン
グクリップ６２６ｉは、略Ｕ字状のヘッド構成を有するばね要素の形であることを理解さ
れたい。より具体的には、ロッキングクリップ６２６は、開口部のＴ字状の構成を画成す
る１対の対向するサイドアーム６５０ｉおよび６５２ｉを有するヘッド部分６２８ｉを含
むことができる。ヘッド部分６２８ｉならびに／またはサイドアーム６５０ｉおよび６５
２ｉは、弧線スロット６２０ｉを横切って延びるように構成されることを理解されたい。
【００９１】
　アーム６５０ｉおよび６５２ｉは、概して近心および遠心に外方へ延びる自由端を含む
ことができるが、必須ではない。アーム６５０ｉおよび６５２ｉは、歯肉側タイウイング
６１６ｉの咬合側に形成されたそれぞれの第１の開口部６６４ｉまたはそれぞれの第２の
開口部６６６ｉ内に受け入れることができる。
【００９２】
　歯科矯正ブラケット６１０ｉを第１の閉位置（活動状態の閉位置）で閉じるには、ロッ
キングクリップ６２６は、歯肉側タイウイング６１６ｉの周りのロッキング機構６２７ｉ
の第１の対の止め具６４４ｉ（たとえば、舌側の第１の対の止め具）に向かって歯肉側に
摺動される。アーム６５０ｉおよび６５２ｉは、第１のガイド部分６７４ｉのそれぞれの
唇側表面に接触し、この唇側表面に沿って歯肉側に案内される。アーム６５０ｉおよび６
５２ｉは、第１のガイド部分６７４ｉの唇側表面に沿って継続的に案内され、その後、フ
ック端６７２ｉは、第１の対の止め具６４４ｉのフランジ６６８ｉを越えて延びる。これ
により、ロッキングクリップ６２６ｉが応力を受けていない状態に向かって跳ね返ること
が可能になり、したがって、アーム６５０ｉおよび６５２ｉはそれぞれのフランジ６６８
ｉに係合し、それによってロッキングクリップ６２６ｉを第１の閉位置で維持する。その
際、ロッキングクリップ６２６ｉは舌側に撓み、したがって、第１の閉位置（図２７Ｅ）
にある間、ロッキングクリップと、弧線と、弧線スロットとの間の接触を実質的にまたは
完全に維持することができる。
【００９３】
　歯科矯正ブラケット６１０ｉを第２の閉位置で閉じるには、ロッキングクリップ６２６
ｉは、歯肉側タイウイング６１６ｉの咬合側の周りのロッキング機構６２７ｉの第２の対
の止め具６４６ｉに向かって摺動される。アーム６５０ｉおよび６５２ｉは、第２のガイ
ド部分６７５ｉのそれぞれの唇側表面に接触し、この唇側表面に沿って歯肉側に案内され
る。アーム６５０ｉおよび６５２ｉは、第２のガイド部分６７５ｉの唇側表面に沿って継
続的に案内され、その後、フック端６７２ｉは、第２の対の止め具６４６ｉの第１のフラ
ンジ６６９ｉを越えて（たとえば、歯肉側－舌側方向に）延びる。これにより、ロッキン
グクリップ６２６ｉが応力を受けていない状態に向かって跳ね返ることが可能になり、し
たがって、フック端６７２ｉはそれぞれの第２のフランジ６６９ｉに係合し、それによっ
てロッキングクリップ６２６ｉを第２の閉位置で維持する。その際、ロッキングクリップ
６２６ｉは舌側にわずかに撓むことができ、したがって、第２の閉位置（図２７Ｄ）にあ
る間、ロッキングクリップ６２６ｉと弧線との間の接触が最小またはゼロの状態を維持す
ることができる。



(31) JP 2015-531303 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

【００９４】
　図２７Ａ～２７Ｇを参照して上記で論じたように、異なるスロット位置で異なるクリッ
プ状態を提供することができる。たとえば、唇側に位置するスロット（複数可）および／
または開口部（複数可）は、休止段階の閉位置（たとえば、図２７Ｄのように概して弧線
とクリップとの間の接触がない）を提供することができ、または舌側に位置するスロット
（複数可）は、活動段階の閉位置（たとえば、図２７Ｅのように弧線とクリップとの間に
接点および干渉がある）を提供することができる。ラチェット（複数可）および／または
スロット（複数可）は、弧線とクリップとの間の接触が最小である結果、表示段階の閉位
置を得ることができるように位置することができることを理解されたい。
【００９５】
　図２８Ａ～２８Ｂを次に参照すると、自己結紮歯科矯正ブラケットが示されており、全
体として参照番号１０によって図示されている。分かるように、歯科矯正ブラケット１０
は、本体１２と、本体に装着された舌側取付ベース１４とを含む。取付ベース１４は、歯
に装着すべき舌側表面を有する。本体１２は、略曲線状の周辺部を画成するようにベース
１４と唇側表面１９との間を延びる側壁１５を含むことができる。望ましくは、本体１２
の周辺部は、円形、楕円形、またはその他の形状の部材を画成する。しかし、本体１２は
、正方形の形状、方形の形状、ひし形の形状、またはその他の形状の部材など、様々な他
の形状の構成によって画成することができることを理解されたい。提供されるとき、曲線
状（たとえば、楕円形の形状）の本体１２は、本体１２の周辺部の歯石もしくはその他の
蓄積を低減させ、かつ／またはそれらのより容易な除去を可能にすることができることが
考えられる。
【００９６】
　１対の横方向に隔置された歯肉側タイウイング１６および１対の横方向に隔置された咬
合側タイウイング１８が、本体１２の唇側表面１９から延びる。歯肉側タイウイング１６
および咬合側タイウイング１８は、概して舌側に湾曲している。ウイング間領域２４が、
本体１２を横切って歯肉側－咬合側方向に延び、概して、歯肉側タイウイング１６の横方
向間隔および咬合側タイウイング１８の横方向間隔によって画成することができる。ウイ
ング間領域２４は、開いた（たとえば、遮られていない）通路とすることができ、もしく
は閉じた（部分的もしくは完全に遮られている）通路とすることができ、またはその他の
通路とすることができる。弧線スロット２０が、本体１２を横切って歯肉側タイウイング
１６と咬合側タイウイング１８との間を近心－遠心方向に延びる。弧線スロット２０は、
弧線２２を受けるように唇側に開いている。弧線スロット２０は、本体のウイング間領域
２４内で遮断される。
【００９７】
　本体１２はまた、任意選択の補助弧線を受けるための内部スロットを含むことができる
ことを理解されたい。望ましくは、本体１２は、本体１２を通って咬合－歯肉方向に（た
とえば、ウイング間領域２４に対して略平行に）延びる少なくとも１つの内部垂直スロッ
ト２５を含むことができるが、必須ではない。
【００９８】
　ブラケット１０は、ロッキングクリップ２６と、ロッキングクリップ２６を閉位置で維
持するための保持部材２７とを含むロッキング機構をさらに含むことができる。一実施形
態では、保持部材２７は、ロッキングクリップ２６が閉位置から開位置へ意図せずに動く
のを阻止し、ロッキングクリップ２６が開位置へ旋回されるときにロッキングクリップ２
６を開いたまま維持するために、歯肉側タイウイング１６上に止め具４４および４６を含
むことができる。止め具４４および４６は、それぞれの歯肉側タイウイング１６から概し
て互いに向かって延び、ウイング間区域２４内に縮小された開口部４８を画成する。望ま
しくは、止め具４４および４６は、ウイング間区域２４内の歯肉側タイウイング１６のそ
れぞれの近心面および遠心面から延びる円形（たとえば、半円形）の形状を形成すること
ができる。しかし、止め具４４および４６は、曲線、弓形、傾斜、平坦、またはその他の
部分を含む他の形状を形成することができることを理解されたい。
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【００９９】
　ロッキングクリップ２６は、咬合側タイウイング１８上に旋回式に取り付けられ、弧線
スロット２０へのアクセスが止め具４４および４６によって阻止される閉位置と、弧線ス
ロット２０へのアクセスが可能になる開位置との間を可動である。ロッキングクリップ２
６は、略十字形の輪郭を有するばね要素の形であることを理解されたい。一実施形態では
、ロッキングクリップ２６は、前方（たとえば、歯肉側）に突出するフック７２を画成す
るように舌側に湾曲している歯肉側ヘッド２８を含むことができる。ヘッド２８は、相互
連結された対向する側面部分３０を含むことができ、側面部分３０は、典型的には縮小さ
れた開口部４８の幅より大きい幅を（たとえば、近心－遠心方向に）画成する。
【０１００】
　ロッキングクリップ２６はまた、概して弧線スロット２０に沿って延びて弧線スロット
２０を横切って延びる１対の逆向きに誘導されたアーム５０および５２（たとえば、近心
および遠心に延びるアーム部分）を含むことができる。アーム５０および５２は、少なく
とも部分的にまたは実質的に、弧線スロット２０に対して平行に延びることができること
を理解されたい。各アーム５０および５２は、略Ｕ字状の構成を形成することができ、歯
肉側部分は咬合側部分へ延び、歯肉側部分と咬合側部分との間に端部５８が位置し、歯肉
側部分と咬合側部分との間に開口部６０を画成する。端部５８は、弧線の最適の回転制御
を実現するために、近心方向と遠心方向の両方に必要なだけ広く延びることができること
を理解されたい。
【０１０１】
　含まれるとき、アーム５０および５２の歯肉側部分および咬合側部分は、望ましくは、
力が顔面軸ＦＡに沿って（たとえば、弧線スロット２０に概して直交して）ロッキングク
リップ２６から弧線２２へ直接並進運動することを実現するように構成することができる
。図２８Ｄで分かるように、弧線２２の歯肉側部分と咬合側部分はどちらも（たとえば、
コーナ８６および８７）は、閉位置でアーム５０および５２（たとえば、アーム５０およ
び５２の歯肉側部分および咬合側部分）によって係合することができ、それによって、力
を弧線２２から歯の上のＦＡ点へ直接並進運動させて、患者の治療時間を最適化すること
ができる。
【０１０２】
　ロッキングクリップ２６はまた、それぞれ逆向きに隔置された末端部３２および３４を
画成するように外曲りになった対向する自由端（たとえば、概して近心および遠心に延び
るが、必須ではない）を含むことができる。末端部３２および３４は各々、咬合側タイウ
イング１８の１つの中に形成されたそれぞれの内腔３６および３８内に受け入れられる。
内腔３６および３８は、それぞれのタイウイング１８を完全または部分的に通って（たと
えば、近心－遠心方向に）延びることができる。末端部３２および３４は、クリップ２６
から（たとえば、径方向に）延びるフランジ部分４０および４２を含むことができる。フ
ランジ部分４０および４２は、それぞれの内腔３６および３８内に挿入されたときに末端
部３２および３４に対する止め具として作用するように構成することができる。望ましく
は、フランジ部分４０および４２は、末端部３２および３４が所定の深さを越えて内腔３
６および３８内へ延び、かつ／または内腔３６および３８を越えて延びるのを防止するこ
とができる。
【０１０３】
　ロッキングクリップ２６は圧縮状態とすることができ、したがって、末端部３２および
３４は、概して連続的な外方の力をそれぞれのタイウイング１６に及ぼし（近心歯肉側タ
イウイング１６には近心に、遠心歯肉側タイウイング１６には遠心に）、それによって末
端部３２および３４をそれぞれの内腔３６および３８内で維持することがさらに企図され
る。その際、末端３２および３４は、概して、それぞれの内腔３６および３８内を自由に
回転することができ、開位置と閉位置との間でロッキングクリップ２６の旋回運動を可能
にする。
【０１０４】
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　別の実施形態では、止め具４４および４６は、複数の止め具部分（たとえば、半円形の
部分）（図示せず）を形成することができ、各組の止め具部分は、歯肉側タイウイング１
６のそれぞれの内面から（たとえば、ウイング間領域２４内へ）延びる。たとえば、複数
の止め具部分は、各歯肉側タイウイング１６の内面に沿って１対の唇側－舌側方向に隔置
された止め具を含むことができる。含まれるとき、これらの対向する対の止め具の対は、
ロッキングクリップ２６を開位置と２つの異なる閉位置との間で可動にすることを可能に
するように構成することができる。より具体的には、第１の対の対向する唇側止め具は、
唇側の近心止め具および唇側の遠心止め具を含むことができ、第２の対の対向する舌側止
め具は、舌側の近心止め具および舌側の遠心止め具を含むことができ、第１の対の対向す
る唇側止め具は、第２の対の対向する舌側止め具から唇側に隔置される。第１の閉位置で
、フック７２は、歯肉側ウイング間区域２４内で第２の対の対向する舌側止め具および本
体１２の唇側表面１９の下に位置して、活動状態の第１の閉位置を画成することができる
。第２の閉位置で、フック７２は、歯肉側ウイング間区域内で第１の対の対向する唇側止
め具と第２の対の対向する舌側止め具との間の下に位置して、第２の閉位置を画成するこ
とができる。
【０１０５】
　ロッキングクリップ２６は、概して、ロッキングクリップ２６を閉位置で実質的に維持
しながら、ブラケットによって引き起こされる典型的な力に耐えるように構成される。典
型的な力は、それだけに限定されるものではないが、歯磨きおよび／または食事によって
引き起こされる動きなど、弧線、クリップ、および／またはブラケットの互いまたはその
他に対する動きに起因する力を含むことができる。しかし、クリップ２６はまた、概して
上記の典型的な力より大きい十分な量の力に起因するクリップ２６の変形を可能にするよ
うに構成されることができることを理解されたい。たとえば、歯科医が十分な量の力でヘ
ッド２８を止め具４４および４６に対して付勢すると、対向する側面部分３０は互いに向
かって変形してヘッド２８の幅を低減させ、それによって、ロッキングクリップを開位置
と閉位置との間で動かしながら、ヘッド２８が縮小された開口部４８を通過することが可
能になる。縮小された開口部４８を通過した後、ヘッド２８は概して、典型的な変形して
いない形状（たとえば、応力を受けていない状態）に戻る。
【０１０６】
　止め具４４および４６は、ロッキングクリップ２６が閉位置にあるときはフック部分７
２の周りでロッキングクリップ２６の唇側表面に接触して、患者の口内に装着されている
間にロッキングクリップが偶発的に開くのを阻止する。
【０１０７】
　図２８Ａで分かるように、止め具４４および４６は、ロッキングクリップ２６を弧線２
２に押し付けて保持し、弧線２２と歯科矯正ブラケット１０の本体１２との間の相対的な
動きを阻止する。弧線２２を解放するには、止め具４４および４６に対して十分な量の力
を加えながら、ロッキングクリップ２６を末端３２および３４の周りで旋回させる。止め
具４４および４６の係合中に十分な量の力がヘッド２８へ加えられるにつれて、ヘッド２
８の幅が低減され、それによってヘッド２８が縮小された開口部４８を通過することが可
能になる。
【０１０８】
　図２８Ｃ～２８Ｄに示す別の実施形態では、自己結紮歯科矯正ブラケット１１０が設け
られる。ブラケット１１０は、ロッキングクリップ１２６および代替保持部材１２７を含
むロッキング機構を含むことができる。この実施形態では、保持部材１２７は、第１の部
材１２１および第２の部材１２３の形であり、第１の部材１２１と第２の部材１２３との
間に縮小された開口部１４８を有する。第１の部材１２１および第２の部材１２３は、歯
肉側ウイング間区域１２４の周りを本体１１２の唇側表面１１９から互いに対して咬合－
歯肉関係で唇側に延びることができる。
【０１０９】
　ロッキングクリップ１２６が閉位置から開位置へ意図せずに動くのを阻止し、ロッキン
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グクリップ１２６が開状態へ旋回されるときにロッキングクリップ１２６を開いたまま維
持するために、第１の部材１２１および第２の部材１２３の１つの上に、前述の実施形態
の止め具に類似している少なくとも１つの止め具を設けることができる。止め具は、第１
の部材１２１と第２の部材１２３との間に縮小された開口部１４８を提供するような様々
な形状および／または構成で含むことができる。１つの特有の例では、第２の部材１２３
（たとえば、第１の部材１２１に対して咬合側に位置する）は、自由端１２８で第２の部
材１２３の歯肉側表面から延びる止め具１４４を含むことができる。止め具１４４は、概
して、上記で論じた止め具４４に類似している形状とすることができ、開位置と閉位置と
の間でクリップ１２６のヘッド１２８を案内するのを助けるための湾曲部分を含む。第１
の部材１２１（第２の部材１２３に対して歯肉側に位置する）は、自由端１３０で第１の
部材１２１の咬合側表面から延びる止め具１４６を含むことができる。止め具１４６は、
概して、開位置と閉位置との間でクリップ１２６のヘッド１２８のフック部分１７２を案
内するのを助けるために、自由端１３０の平坦な部分に向かって延びるにつれて厚さを徐
々に増大させる傾斜部分（たとえば、先細り）の形状とすることができる。止め具１４４
および１４６は、概して互いに対向して、止め具１４４および１４６間に縮小された開口
部１４８を形成する。望ましくは、応力を受けていない状態で、縮小された開口部１４８
は、開位置と閉位置との間のクリップ１２６の動きを実質的に防止するために、最大間隔
がヘッド１２８の厚さより小さくなるように（咬合－歯肉方向に）寸法設定することがで
きる。本明細書では、応力を受けていない状態とは、（図６および図７に示すブラケット
１１０の開位置または閉位置などの応力を受けていない状態）として画成することができ
ることを理解されたい。
【０１１０】
　第１の部材１２１および第２の部材１２３の少なくとも一方または両方は、他方から離
れて変形し、開位置と閉位置との間でクリップ１２６の動きを可能にするように構成する
ことができることを理解されたい。第１の部材１２１および／または第２の部材１２３の
変形は、十分な力（たとえば、歯科医による）でクリップ１２６（たとえば、ヘッド１２
８）によって接触されたときに生じさせることができる。たとえば、歯科医が十分な量の
力でヘッド１２８を止め具１４４および１４６に対して付勢すると、第１の部材１２１お
よび第２の部材１２３の少なくとも一方（たとえば、または両方）が他方に向かって変形
し、止め具１４４、１４６間の縮小された開口部１４８の間隔を増大させ、それによって
、ロッキングクリップ１２６を開位置と閉位置との間で動かしながら、ヘッド１２８のフ
ック部分１７２が広げられた縮小された開口部１４８を通過することが可能になる。縮小
された開口部１４８を通過した後、第１の部材１２１および第２の部材１２３は、概して
、典型的な変形していない形状（たとえば、応力を受けていない状態）に戻りながら、縮
小された開口部１４８を最大間隔に戻し、それによってクリップ１２６を開位置または閉
位置で維持する。フック部分１７２（またはヘッド１２８の他の部分（複数可））は、撓
み、変形し、かつ／または圧縮されて、縮小された開口部１４８を通過することができる
が、必須ではないことがさらに理解される。
【０１１１】
　より具体的には、歯科矯正ブラケット１１０を閉じるには、ロッキングクリップ１２６
は、末端１３２および１３４の周りを旋回される。ロッキングクリップが旋回されると、
クリップ１２６のヘッド１２８は、止め具１４４、１４６に対してウイング間領域１２４
の歯肉側部分内へ押し込まれる。ロッキングクリップ１２６のヘッド１２８によって止め
具１４４、１４６に反力が加えられることで、第１の部材１２１および第２の部材１２３
の少なくとも一方が、互いから離れる方向へ咬合側－歯肉側方向に動く。ロッキングクリ
ップ１２６が止め具１４４および１４６を越えて旋回されたとき、第１の部材１２１およ
び／または第２の部材１２３は、応力を受けていない状態（たとえば、概して唇側表面１
１９から上向きおよび／または直立）に跳ね返り、ヘッド１２８は、唇側表面１１９に向
かって閉位置まで止め具１４４および１４６の下に付勢される。止め具１４４および１４
６は、この状態で、ロッキングクリップ１２６が開位置に向かって戻るのを阻止する。こ
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のようにして、弧線スロット１２０は閉じたままであり、弧線スロット内で弧線１２２を
固定する。
【０１１２】
　図２８Ｅを次に参照すると、自己結紮歯科矯正ブラケット２１０のさらに別の実施形態
が示されている。ブラケット２１０は、本体２１２と、ベース２１４と、ロッキングクリ
ップ２２６および保持部材２２７を含むロッキング機構とを含むことができる。本体２１
２は、歯肉側タイウイング２１６および咬合側タイウイング２１８を含むことができ、歯
肉側タイウイング２１６と咬合側タイウイング２１８との間に、近心－遠心方向に延びる
弧線スロット２２０が位置する。この特有の例では、本体２１２は、方形の形状の本体を
有し、歯肉側タイウイング２１６間にまたがる第１のブリッジ部分２６０をウイング間領
域２２４内に含む。第１のブリッジ部分２６０は、弧線スロット２２０の唇側表面から歯
肉側タイウイングの唇側表面へ延びる。本体２１２はまた、咬合側タイウイング２１８間
にまたがる第２のブリッジ部分２６１をウイング間領域２２４内に含むことができる。第
２のブリッジ部分２６１は、弧線スロット２２０の唇側表面から部分的に延びて、ロッキ
ングクリップ２２６の回転を可能にすることを理解されたい。本体２１２はまた、任意選
択の補助弧線を受けるための内部スロットを含むことができるが、必須ではない。１つの
特有の実施形態では、本体２１２は、本体２１２を通って咬合－歯肉方向に（たとえば、
弧線スロット２２０に対して概して横方向に）延びる内部垂直スロット２２５を含むこと
ができる。
【０１１３】
　ロッキングクリップ２２６は、横方向に隔置された末端２３２および２３４を画成する
外曲りになった自由近心端および自由遠心端を有する略Ｕ字状のばね要素の形とすること
ができる。これらの末端は各々、咬合側タイウイング２１８のそれぞれの１つの中に形成
されたそれぞれの内腔２３６および２３８内に旋回式に受け入れられる。
【０１１４】
　保持部材２２７は、第１のブリッジ部分２６０内に設けられ、第１の実施形態の止め具
に類似している数組の対向する止め具２４４および２４６を含むことができ、止め具２４
４および２４６は、閉位置でロッキングクリップ２２６を凹部２６２内に維持するように
ブリッジ２６０上に設けることができる。
【０１１５】
　より具体的には、歯科矯正ブラケット２１０を閉じるには、ロッキングクリップ２２６
は、末端２３２および２３４の周りを旋回される。ロッキングクリップ２２６が旋回され
ると、ヘッド部分２２８のクリップアーム２５０および２５２が、それぞれの対の対向す
る止め具２４４および２４６に対してブリッジ部分２６０内へ押し込まれる。クリップア
ーム２５０および２５２によってこれらの組の対向する止め具２４４および２４６に反力
が加えられることで、クリップアーム２５０および２５２ならびに／または対向する止め
具２４４および２４６が変形し、それによってクリップアーム２５０および２５２が開位
置と閉位置との間で縮小された開口部２４８を通過することが可能になる。クリップヘッ
ド２２８がこれらの組の対向する止め具２４４および２４６を越えて旋回されたとき、ク
リップアーム２５０および２５２、対向する止め具２４４および２４６、または両方の組
合せは、応力を受けていない状態に跳ね返り、ヘッド２２８は、唇側表面２１９に向かっ
て凹部２６２の周りを閉位置までそれぞれの組の対向する止め具２４４および２４６の下
に付勢される。これらの組の対向する止め具２４４および２４６は、この状態（たとえば
、応力を受けていない状態）で、ロッキングクリップ２２６が開位置に向かって戻るのを
阻止する。このようにして、弧線スロット２２０は閉じたままであり、それによって弧線
スロット２２０内で弧線（図示せず）を固定する。
【０１１６】
　図２８Ｆ～２８Ｇを次に参照すると、自己結紮歯科矯正ブラケットの別の実施形態が示
されており、全体として参照番号３１０によって図示されている。この実施形態では、ブ
ラケット３１０は、楕円形の本体３１２と、ベース３１４と、ロッキングクリップ３２６
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および保持部材３２７を含むロッキング機構とを含むことができる。本体３１２は、歯肉
側タイウイング３１６および咬合側タイウイング３１８を含むことができ、歯肉側タイウ
イング３１６と咬合側タイウイング３１８との間に、近心－遠心方向に延びる弧線スロッ
ト３２０が位置する。ウイング間領域３２４内に第１のブリッジ部分３６０および第２の
ブリッジ部分３６１が位置することができ、第１のブリッジ部分３６０は歯肉側タイウイ
ング３１６間にまたがり、第２のブリッジ部分３６１は咬合側タイウイング３１８間にま
たがる。第１のブリッジ部分３６０および／または第２のブリッジ部分３６１は、弧線ス
ロットの唇側表面からそれぞれのタイウイング３１６および３１８の唇側表面へ部分的ま
たは全体に延びることができることを理解されたい。１つの特有の例では、第１のブリッ
ジ部分３６０および第２のブリッジ部分３６２は、弧線スロットの唇側表面からそれぞれ
のタイウイング３１６および３１８の唇側表面まで延びる。
【０１１７】
　本体３１２はまた、任意選択の補助弧線を受けるための内部スロットを含むことができ
るが、必須ではない。たとえば、本体３１２は、本体３１２を通って咬合－歯肉方向に（
たとえば、弧線スロット３２０に対して概して横方向に）延びる内部垂直スロット３２５
を含むことができる。
【０１１８】
　ロッキングクリップ３２６は、近心－遠心方向に延びる歯肉側ヘッド部分３２８と、１
対の逆向きに誘導されたアーム部分３５０および３５２と、それぞれアーム３５０および
３５２ならびに自由端３５８からそれらの間を延びる横方向に隔置された末端３３２およ
び３３４を画成する内曲りになった自由近心端および自由遠心端とを有する略Ｕ字状のば
ね要素の形とすることができる。末端３３２および３３４は各々、咬合側タイウイング３
１８のそれぞれの１つの中に形成されたそれぞれの内腔３３６および３３８内に旋回式に
受け入れられる。より具体的には、末端３３２および３３４は、それぞれの咬合側タイウ
イングの外面（たとえば、近心咬合側タイウイングの近心側および遠心咬合側タイウイン
グ３１８の遠心側）に沿って、それぞれの内腔３３６および３３８内に受け入れられる。
この特有の実施形態では、ロッキングクリップ３２６は、ヘッド部分３２８から舌側に延
びて前方に突出する唇側フック３７２および舌側ガイド部分３７４を画成する付勢部材３
７０を含むことができる。
【０１１９】
　保持部材３２７は、第１のブリッジ部分３６０内に設けることができ、望ましくは、第
１のブリッジ部分３６０の唇側表面内の第１の開口部３６４と、第１のブリッジ部分３６
０の歯肉側表面内の第２の開口部３６６とを含む。望ましくは、第１の開口部３６４およ
び第２の開口部３６６は、付勢部材３７０を受けてロッキングクリップ３２６を閉位置で
維持するための貫通孔３６２を間に画成する。
【０１２０】
　ブリッジ部分３６０の歯肉側表面上の第２の開口部３６６は、舌側フランジ３６８を含
み、舌側フランジ３６８は、ロッキングクリップ３２６が閉位置にあるときに唇側フック
３７２に係合する。フランジ３６８と唇側フック３７２との間の係合により、ロッキング
クリップを閉位置で維持しながら、ロッキングクリップ３２６を弧線に押し付けて保持し
、それによって弧線と歯科矯正ブラケット３１０の本体３１２との間の相対的な動きを阻
止する。歯科矯正ブラケット３１０を閉じると、ロッキングクリップ３２６は、末端３３
２および３３４の周りを第１のブリッジ部分３６０に向かって旋回される。舌側ガイド３
７４が第１の開口部３６４の歯肉側縁部３７６に接触すると、付勢部材は咬合側に撓み（
たとえば、付勢される）、それによって舌側ガイド３７４が貫通孔３６２に入ることを可
能にする。
【０１２１】
　望ましくは、舌側ガイド３７４は、付勢部材３７０の自由端に設けられ、付勢部材３７
０を第１の開口部３６０および貫通孔３６２内へ誘導するように構成された部分を含む。
ガイド部分は、付勢部材３７０を閉位置へ誘導するのを助けるために、曲線、弓形、傾斜
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、平坦、またはその他の形状とすることができることを理解されたい。
【０１２２】
　舌側ガイド３７４によって第１の開口部３６４の歯肉側縁部３７６に反力が加えられる
ことで、付勢部材３７０は（たとえば、咬合側に）撓み、それによって唇側フック３７２
が開位置と閉位置との間で第１の開口部３６４を通過して貫通孔３６２内へ進むことが可
能になる。フック部分３７２が貫通孔３６２内でフランジ３６８を越えて舌側に旋回され
たとき、付勢部材３７０は応力を受けていない状態に向かって跳ね返り、舌側フック３７
２は貫通孔３６２のフランジ３６８を閉位置に係合させる。付勢部材３７０は、この状態
（たとえば、応力を受けていない状態）で、ロッキングクリップ３２６が開位置に向かっ
て戻るのを阻止する。このようにして、弧線スロット３２０は閉じたままであり、それに
よって弧線スロット内で弧線を固定する。
【０１２３】
　歯肉側タイウイング３１６の少なくとも１つの唇側表面およびブリッジ部分３６０は、
閉位置にある間にロッキングクリップ３２６の一部分（たとえば、ヘッド部分３２８）を
受けるように相補型の形状を有する溝３８０を含むことができる。溝３８０は、付勢部材
３７０の舌側ガイド３７４を第１の開口部３６４内へ案内するのを助けるために、傾斜ま
たは湾曲部分を有するように構成することができることが企図される。望ましくは、歯肉
側タイウイング３１６の唇側表面（弧線スロットに沿っている）およびこれらの唇側表面
間に延びるブリッジ部分３６０は、略半円形の横断面を有する溝３８０を含む。
【０１２４】
　弧線を解放するには、舌側ガイド３７４は、第２の開口部３６６を通って貫通孔３６２
内へ概して咬合側に動かされ（たとえば、押される）、したがって、フック部分３７２は
フランジ３６８を越えて咬合側に動き、それによってフック３７２をフランジ３６８から
係合解除する。その後、第１の開口部３６４を通って付勢部材３７０を保持部材３２７か
ら取り外すことができ、ロッキングクリップ３２６は、末端３３２および３３４の周りを
自由に旋回することができる。
【０１２５】
　図２８Ｈ～２８Ｉを次に参照すると、自己結紮歯科矯正ブラケットの別の実施形態が示
されており、全体として参照番号４１０によって図示されている。この実施形態では、ブ
ラケット４１０は、方形の本体４１２と、ベース４１４と、ロッキングクリップ４２６お
よび保持部材４２７を含むロッキング機構とを含むことができる。本体４１２は、歯肉側
タイウイング４１６および咬合側タイウイング４１８を含むことができ、歯肉側タイウイ
ング４１６と咬合側タイウイング４１８との間に、近心－遠心方向に延びる弧線スロット
４２０が位置する。ウイング間領域４２４内に第１のブリッジ部分４６０および第２のブ
リッジ部分４６１が設けられ、第１のブリッジ部分４６０は歯肉側タイウイング４１６間
にまたがり、第２のブリッジ部分４６１は咬合側タイウイング４１８間にまたがる。より
具体的には、第１のブリッジ部分４６０は、弧線スロットの唇側表面から歯肉側タイウイ
ング４１６の唇側表面まで延びるが、第２のブリッジ部分４６１は、咬合側タイウイング
４１８の唇側表面へ部分的に延びるだけである。
【０１２６】
　本体４１２は、本体４１２を通って咬合－歯肉方向に（たとえば、弧線スロット４２０
に対して概して横方向に）延びる内部垂直スロット４２５をさらに含むことができる。
【０１２７】
　ロッキングクリップ４２６は、近心－遠心方向に延びる歯肉側ヘッド部分４２８と、１
対の逆向きに誘導されたアーム端４５８と、それぞれアーム４５０および４５２から延び
る横方向に隔置された末端４３２および４３４を画成する内曲りになった自由近心端およ
び自由遠心端とを有する略Ｕ字状のばね要素の形とすることができる。これらの末端は各
々、咬合側タイウイング４１８のそれぞれの１つの中に形成されたそれぞれの内腔４３６
および４３８内に旋回式に受け入れられる。より具体的には、末端４３２および４３４は
、それぞれの咬合側タイウイングの外面（たとえば、近心咬合側タイウイング４１８の近
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心側および遠心咬合側タイウイング４１８の遠心側）に沿って、それぞれの内腔４３６お
よび４３８内に受け入れられる。この実施形態では、ロッキングクリップ４２６は、１対
の隔置されて配置された付勢部材４７０ａおよび４７０ｂを含むことができ、付勢部材４
７０ａおよび４７０ｂは、ヘッド部分４２８から舌側に延びて、それぞれの近心および遠
心に突出する唇側フック４７２ａおよび４７２ｂと、それぞれの舌側ガイド部分４７４ａ
および４７４ｂとを画成する。
【０１２８】
　保持部材４２７は、歯肉側タイウイング４１６の周りに設けられる。より具体的には、
各歯肉側タイウイング４１６は、本体４１２の歯肉側表面から外方へ延びてフランジ４６
８を画成し、フランジ４６８は、ロッキングクリップ４２６が閉位置にあるときにそれぞ
れの唇側フック４７２ａおよび４７２ｂに係合する。フランジ４６８と唇側フック４７２
ａ、４７２ｂとの間の係合により、ロッキングクリップ４２６を閉位置で維持し、それに
よってロッキングクリップ４２６を弧線に押し付けて保持し、弧線と歯科矯正ブラケット
４１０の本体４１２との間の相対的な動きを阻止する。
【０１２９】
　歯科矯正ブラケット４１０を閉じるには、ロッキングクリップ４２６は、末端４３２お
よび４３４の周りを、歯肉側タイウイング４１６の周りのロッキング機構４２７に向かっ
て旋回される。舌側ガイド４７４ａおよび４７４ｂは、それぞれの歯肉側タイウイング４
１６の唇側表面に接触し、したがって舌側ガイド４７４ａおよび４７４ｂの湾曲した自由
端４８２は、歯肉側タイウイング４１６のそれぞれの内面に沿って内方へ案内される。そ
の際、付勢部材４７０ａ、４７０ｂは互いに向かって撓み、したがって、ロッキングクリ
ップ４２６が閉位置に向かって旋回されるとき、歯肉側タイウイング４１６間のウイング
間領域４２４内へ位置することができる。舌側ガイド４７４ａおよび４７４ｂは歯肉側タ
イウイング４１６の内面に沿って引き続き案内され、その後、唇側フック４７２ａおよび
４７２ｂはロッキング機構４２７ａおよび４２７ｂのフランジ４６８の下に位置する。こ
れにより、付勢部材４７０ａおよび４７０ｂは、応力を受けていない状態に跳ね返ること
が可能になり、したがって、唇側フック４７２ａおよび４７２ｂはフランジ４６８に係合
し、それによってロッキングクリップ４２６を閉位置で維持する。
【０１３０】
　より具体的には、舌側ガイド４７４ａおよび４７４ｂによって歯肉側タイウイング４１
６の唇側表面および内面に反力が加えられることで、付勢部材４７０ａおよび４７０ｂは
（たとえば、近心または遠心に内方へ）撓み、それによって唇側フック４７２ａおよび４
７２ｂが開位置と閉位置との間でウイング間領域４２４の縮小された開口部４４８内へ進
むことが可能になる。舌側ガイド４７４ａおよび４７４ｂがフランジ４６８を越えて舌側
に旋回されたとき、付勢部材４７０ａおよび４７０ｂは応力を受けていない状態に向かっ
て跳ね返り、舌側フック４７２ａおよび４７２ｂは、保持部材４２７ａおよび４２７ｂの
フランジ４６８を閉位置に係合させる。付勢部材４７０ａおよび４７０ｂは、この状態で
、ロッキングクリップ４２６が開位置に向かって戻るのを阻止する。このようにして、弧
線スロット４２０は閉じたままであり、それによって弧線スロット内で弧線を固定する。
【０１３１】
　弧線を解放するには、付勢部材４７０ａおよび４７０ｂ（たとえば、舌側ガイド部分４
７４ａおよび４７４ｂ）は、概して互いに向かって（たとえば、近心－遠心方向に）押さ
れて、各唇側フック４７２ａおよび４７２ｂをそれぞれのフランジ４６８から係合解除す
る。その後、付勢部材４７０ａおよび４７０ｂは、保持部材４２７のフランジ４６８から
（たとえば、唇側に）取り外すことができ、したがって、ロッキングクリップ４２６は、
末端４３２および４３４の周りを自由に旋回することができる。
【０１３２】
　この特有の実施形態では、ロッキングクリップ４２６のヘッド４２８は、第１のブリッ
ジ部分４６０を越えて歯肉側へ延びる。歯肉側タイウイング４１６の唇側表面は、閉位置
にある間にロッキングクリップ４２６の一部分（たとえば、ヘッド部分４２８）を受ける
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ように相補型の形状を有する溝４８０を含むことができる。溝４８０は、ロッキングクリ
ップ４２６を閉位置で維持するのを助けるために、傾斜または湾曲部分を有するように構
成することができることが企図される。望ましくは、歯肉側タイウイング３１６の唇側表
面は、略半円形の横断面を有する溝４８０を含み、溝４８０は、ロッキングクリップ４２
６に対して相補型とすることができる。
【０１３３】
　図２８Ｊ～２８Ｋを次に参照すると、自己結紮歯科矯正ブラケットの別の実施形態が示
されており、全体として参照番号５１０によって図示されている。ブラケット５１０は、
本体５１２と、ベース５１４と、ロッキングクリップ５２６および保持部材５２７を含む
ロッキング機構とを含むことができる。本体５１２は、歯肉側タイウイング５１６および
咬合側タイウイング５１８を含むことができ、歯肉側タイウイング５１６と咬合側タイウ
イング５１８との間に、近心－遠心方向に延びる弧線スロット５２０が位置する。第１の
ブリッジ部分５６０および第２のブリッジ部分５６１がウイング間領域５２４内に設けら
れ、第１のブリッジ部分５６０は歯肉側タイウイング５１６間にまたがり、第２のブリッ
ジ部分５６１は咬合側タイウイング５１８間にまたがる。第１のブリッジ部分５６０およ
び第２のブリッジ部分５６１は、弧線スロットの唇側表面からそれぞれのタイウイング５
１６および５１８の唇側表面まで延びることができ、それによって、弧線スロットの歯肉
側の壁および咬合側の壁のうち、それぞれの歯肉側タイウイングと咬合側タイウイングと
の間に位置する部分を画成することを理解されたい。
【０１３４】
　この実施形態では、ロッキングクリップ５２６は、略十字形の輪郭を有するばね要素形
である。ロッキングクリップ５２６は、舌側－歯肉側方向に突出するフック５７２と、湾
曲した舌側ガイド５７４とを有する歯肉側ヘッド５２８を含むことができる。ヘッド５２
８は、弧線スロット５２０を横切ってアーム自由端５５８へ延びる１対の逆向きに誘導さ
れたアーム５５０および５５２（たとえば、近心および遠心に延びるアーム部分）に相互
連結することができる。アーム５５０および５５２は、少なくとも部分的にまたは実質的
に、弧線スロット５２０に対して平行に延びることができることを理解されたい。各アー
ム５５０および５５２は、略Ｕ字状の構成を形成することができ、歯肉側部分は咬合側部
分へ延び、歯肉側部分と咬合側部分との間にアーム自由端５５８が位置する。
【０１３５】
　ロッキングクリップ５２６はまた、それぞれ逆向きに隔置された末端部５３２および５
３４を画成するように外曲りになった対向する自由端（たとえば、概して近心および遠心
に延びるが、必須ではない）を含むことができる。末端部５３２および５３４は各々、本
体５１２の舌側部分内の咬合側開口部５９６で咬合側タイウイング５１８の１つの中に形
成されたそれぞれの内腔５３６および５３８内に受け入れられる。
【０１３６】
　保持部材５２７は、近心－遠心方向に誘導される唇側部材５９０を含み、唇側部材５９
０は、第１のブリッジ部分５６０に対して略平行な関係で歯肉側タイウイング５１６間を
延びて、第１の開口部５６４を画成する。唇側部材５９０は、ロッキングクリップ４２６
が閉位置にあるときにフック５７２に係合する舌側フランジ５６８を含む。フランジ５６
８とフック５７２との間の係合により、ロッキングクリップ５２６を閉位置で維持し、し
たがって、ロッキングクリップ５２６を弧線に押し付けて保持し、それによって弧線と歯
科矯正ブラケット５１０の本体５１２との間の相対的な動きを阻止する。
【０１３７】
　歯科矯正ブラケット５１０を閉じるには、ロッキングクリップ５２６は、末端５３２お
よび５３４の周りを、歯肉側タイウイング５１６の周りのロッキング機構５２７（たとえ
ば、唇側部材５９０）に向かって旋回される。舌側ガイド５７４は、唇側部材５９０の唇
側－咬合側表面に接触し、したがってフック５７２は、唇側部材５９０の咬合側内面に沿
って咬合側に案内される。その際、ヘッド５２８は、第１のブリッジ部分５６０に向かっ
て咬合側に撓み、したがってヘッド５２８は、ロッキングクリップ５２６が閉位置に向か
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って旋回されるとき、歯肉側タイウイング５１６間の第１の開口部５６４内へ位置するこ
とができる。舌側ガイド５７４は、唇側部材５９０の咬合側内面に沿って継続的に案内さ
れ、その後、フック５７２の自由端５８４は、唇側部材５９０のフランジ４６８の下に位
置する。これにより、付勢部材５７０は、応力を受けていない状態に向かって跳ね返るこ
とが可能になり、したがって、フック５７２はフランジ５６８に係合し、それによってロ
ッキングクリップ５２６を閉位置で維持する。
【０１３８】
　より具体的には、舌側ガイド５７４によって唇側部材５９０の咬合側内面に反力が加え
られることで、ヘッド５２８は（たとえば、咬合側に）撓み、それによってフック５７２
が開位置と閉位置との間で第１の開口部５６４内へ進むことが可能になる。舌側ガイド５
７４がフランジ５６８を越えて（舌側－歯肉側方向に）旋回されたとき、ロッキングクリ
ップ５２６は応力を受けていない状態に向かって跳ね返り、したがってフック５７２はフ
ランジ４６８に係合し、それによって閉位置中にフック５７２がフランジ５６８および第
１の開口部５６４から取り外されるのを防止する。ヘッド５２８は、この状態で、ロッキ
ングクリップ５２６が開位置に向かって戻るのを阻止する。このようにして、弧線スロッ
ト５２０は閉じたままであり、それによって弧線スロット内で弧線を固定する。
【０１３９】
　弧線を解放するには、ヘッド５２８（たとえば、フック５７２）は、舌側および咬合側
に押されて、フック５７２を唇側部材５９０から係合解除する。その後、付勢部材５７０
は、唇側部材５９０および第１の開口部５６４から取り外すことができ、したがって、ロ
ッキングクリップ５２６は、末端５３２および５３４の周りを自由に旋回することができ
る。
【０１４０】
　場合により、ロッキングクリップ２６は、図２９Ａに示すカバー部分９０をさらに含む
ことができる。カバー部分９０は、略楕円形の形状を画成し、含まれるときは、概して弧
線スロットの長さおよび幅だけ延びる唇側表面９２を含むことができる。カバー部分９０
はまた、ロッキングクリップ２６に連結するための装着部材９４を含むことができる。装
着部材９４は、カバー部分９０の舌側表面９６の周りに位置し、クリップ開口部６０に対
して相補型の寸法および形状を有することを理解されたい。含まれるとき、装着部材９４
は、ロッキングクリップ２６のクリップ開口部６０に係合し、したがってクリップ開口部
６０に着脱可能に付着される。閉位置にある間に、カバー部分９０は、弧線を中に有する
弧線スロットを実質的にまたは完全に覆い、より審美的な外見をブラケットに提供するこ
とを理解されたい。さらに、カバー部分９０は、ブラケット１０内で食べ物および／また
はプラークの蓄積を防止するのを助けることができることを理解されたい。図面に示すよ
うに、カバー部分９０は、ロッキングクリップ２６の別個の構成要素とすることができる
が、カバー部分９０とロッキングクリップ２６を一体とすることもできることを理解され
たい。
【０１４１】
　場合により、ロッキングクリップ３２６は、図２９Ｂに示すカバー部分３９０ａをさら
に含むことができる。カバー部分３９０ａは、楕円形および／または方形の形状を有する
略平坦および／または湾曲部分を画成することができ、含まれるときは、概して弧線スロ
ットの長さおよび幅だけ延びる唇側表面３９２ａを含むことができる。カバー部分３９０
ａはまた、ロッキングクリップ３２６に連結するための複数の装着部材３９４ａ（たとえ
ば、変形可能な装着部材）を含むことができる。装着部材３９４ａは、カバー部分３９０
ａの舌側表面３９６ａの周りでそれぞれのコーナに位置することができ、ロッキングクリ
ップ３２６の厚さに対して相補型の寸法および形状を有することができることを理解され
たい。含まれるとき、装着部材３９４ａは、ロッキングクリップ３２６の複数の部分に係
合し、したがってカバー部分３９０ａは、これらの部分に着脱可能に付着される。閉位置
にある間に、カバー部分３９０ａは、弧線を中に有する弧線スロットを実質的にまたは完
全に覆い、より審美的な外見をブラケットに提供することができることを理解されたい。
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さらに、カバー部分３９０ａは、ブラケット３１０内で食べ物および／またはプラークの
蓄積を防止するのを助けることができることを理解されたい。図面に示すように、カバー
部分３９０ａは、ロッキングクリップ３２６の別個の構成要素とすることができるが；カ
バー部分３９０ａとロッキングクリップ３２６を一体とすることもできることを理解され
たい。
【０１４２】
　場合により、ロッキングクリップ３２６ｂは、図２９Ｃに示すカバー部分３９０ｂをさ
らに含むことができる。カバー部分３９０ｂは、略楕円形および／または方形の形状を画
成することができ、含まれるときは、概して弧線スロットの長さおよび幅だけ延びる唇側
表面３９２ｂを含むことができる。カバー部分３９０ｂはまた、ロッキングクリップ３２
６ｂに連結するための第１の装着部材３９４ｂおよび第２の装着部材３９５ｂ（たとえば
、変形可能な装着部材）を含むことができる。装着部材３９４ｂは、カバー部分３９０ｂ
の歯肉側自由端３９８ｂの周りに位置することができ、ロッキングクリップ３２６ｂを受
けるための近心－遠心開口部３９９ｂをその長さ全体に沿って有する管状の形状を含むこ
とができることを理解されたい。装着部材３９４ｂは、ロッキングクリップ３２６ｂの厚
さに対して相補型の寸法および形状を有する。この実施形態では、付勢部材３７０（保持
部材に係合するためのガイド部分３７４ｂおよびフック部分３７２ｂを有する）は、クリ
ップ３２６から取り外されており、したがってカバー部分３９０ｂは、閉位置でフランジ
３６８に係合するための付勢部材３７０ｂをさらに含む。含まれるとき、装着部材３９４
ｂ（変形可能）は、ロッキングクリップ３２６ｂの歯肉側部分の上にカチッと留まり（装
着部材は略管状であり、ロッキングクリップの一部分を受けるための長手方向の開口部を
有する）、したがってカバー部分３９０ｂは、ロッキングクリップ３２６ｂに着脱可能に
付着される。閉位置にある間に、カバー部分３９０ｂは、弧線を中に有する弧線スロット
を実質的にまたは完全に覆い、より審美的な外見をブラケットに提供することができるこ
とを理解されたい。さらに、カバー部分３９０ｂは、ブラケット３１０内で食べ物および
／またはプラークの蓄積を防止するのを助けることができることを理解されたい。図面に
示すように、カバー部分３９０ｂは、ロッキングクリップ３２６ｂの別個の構成要素とす
ることができるが；カバー部分３９０ｂとロッキングクリップ３２６ｂを一体とすること
もできることを理解されたい。
【０１４３】
　図３０Ａ～３０Ｄは、図２８Ｅに示す自己結紮ブラケットの別の代替実施形態の様々な
図であり、ブラケット２１０ａは、本体２１２ａと、ベース２１４ａと、ロッキングクリ
ップ２２６ａおよび保持部材２２７ａを含むロッキング機構とを含むことができる。本体
２１２ａは、歯肉側タイウイング２１６ａおよび咬合側タイウイング２１８ａを含むこと
ができ、歯肉側タイウイング２１６ａと咬合側タイウイング２１８ａとの間に、近心－遠
心方向に延びる弧線スロット２２０ａが位置する。この特有の例では、本体２１２ａは、
方形の形状の本体を有し、歯肉側タイウイング２１６ａ間にまたがる第１のブリッジ部分
２６０ａをウイング間領域２２４ａ内に含む。第１のブリッジ部分２６０ａは、弧線スロ
ット２２０ａの唇側表面から歯肉側タイウイングの唇側表面へ延びる。本体２１２ａはま
た、咬合側タイウイング２１８ａ間にまたがる第２のブリッジ部分２６１ａをウイング間
領域２２４ａ内に含むことができる。第２のブリッジ部分２６１ａは、弧線スロット２２
０ａの唇側表面から部分的に延び、ロッキングクリップ２２６ａの回転を可能にすること
を理解されたい。
【０１４４】
　ロッキングクリップ２２６ａは、横方向に隔置された末端２３２ａおよび２３４ａを画
成する外曲りになった自由近心端および自由遠心端を有する略十文字の形状のばね要素の
形とすることができる。これらの末端は各々、咬合側タイウイング２１８ａのそれぞれの
１つの中に形成されたそれぞれの内腔２３６ａおよび２３８ａ内に旋回式に受け入れられ
る。
【０１４５】
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　保持部材２２７ａは、第１のブリッジ部分２６０ａ内に設けられ、数組の対向する止め
具２４４ａおよび２４６ａを含むことができる。より具体的には、歯科矯正ブラケット２
１０ａを閉じるには、ロッキングクリップ２２６ａは、末端２３２ａおよび２３４ａの周
りを旋回することができる。ロッキングクリップ２２６ａが旋回されると、ヘッド部分２
２８ａのクリップアーム２５０ａおよび２５２ａが、それぞれの対の対向する止め具２４
４ａおよび２４６ａに対してブリッジ部分２６０ａ内へ押し込まれる。クリップアーム２
５０ａおよび２５２ａによってこれらの組の対向する止め具２４４ａおよび２４６ａに反
力が加えられることで、クリップアーム２５０ａおよび２５２ａならびに／または対向す
る止め具２４４ａおよび２４６ａが変形し、それによってクリップアーム２５０ａおよび
２５２ａが開位置と閉位置との間で縮小された開口部２４８ａを通過することが可能にな
る。クリップヘッド２２８ａがこれらの組の対向する止め具２４４ａおよび２４６ａを越
えて旋回されたとき、クリップアーム２５０ａおよび２５２ａ、対向する止め具２４４ａ
および２４６ａ、または両方の組合せは、応力を受けていない状態に跳ね返り、ヘッド２
２８ａは、唇側表面２１９ａに向かって凹部２６２ａの周りを閉位置までそれぞれの組の
対向する止め具２４４ａおよび２４６ａの下に付勢される。これらの組の対向する止め具
２４４ａおよび２４６ａは、この状態（たとえば、応力を受けていない状態）で、ロッキ
ングクリップ２２６ａが開位置に向かって戻るのを阻止する。このようにして、弧線スロ
ット２２０ａは閉じたままであり、それによって弧線スロット２２０ａ内で弧線（図示せ
ず）を固定する。さらに、弧線スロットは、略平坦でない近心－遠心方向に延びる部分（
たとえば、凹面部分もしくは凸面部分などの湾曲部分および／または傾斜部分）を含むこ
とができる。たとえば、唇側に位置するブラケットは、舌側に誘導されたベース表面を有
する弧線スロットを含み、それによって弧線スロットの略凸面部分を形成することができ
、または舌側に位置するブラケットは、唇側に誘導されたベース表面を有する弧線スロッ
トを含み、それによって弧線スロットの略凹面部分を形成することができるが、必須では
ない。より具体的には、弧線スロットは、舌側に誘導された部分を含むことができ、この
舌側に誘導された部分はまた、近心－遠心方向に沿って延び、弧線スロットの少なくとも
１つの平坦でない部分を画成する。望ましくは、湾曲および／または傾斜している唇側表
面７２１ａを有する湾曲および／または傾斜している弧線７２０ａにより、低いプロファ
イルを有するより審美的な外見のブラケットを提供することができる。
【０１４６】
　図３０Ｅ～３０Ｌを次に参照すると、自己結紮歯科矯正ブラケットの追加の実施形態が
示されており、全体として参照番号７１０（７１０ａ、７１０ｂ、７１０ｃ、および７１
０ｄ）によって図示されている。歯科矯正ブラケット７１０ａおよび７１０ｂは、図２８
Ａ～２８Ｂの実施形態に概して類似しており、歯科矯正ブラケット７１０ｃおよび７１０
ｄは、図２８Ｈ～２８Ｉの実施形態に概して類似している。しかし、これらの実施形態は
非限定的であり、本明細書に記載のブラケットまたはその他のブラケットはいずれも、略
平坦でない近心－遠心方向に延びる部分（たとえば、凹面部分もしくは凸面部分などの湾
曲部分および／または傾斜部分）を有する弧線スロットを含むことができることを理解さ
れたい。たとえば、唇側に位置するブラケットは、舌側に誘導されたベース表面を有する
弧線スロットを含み、それによって弧線スロットの略凸面部分を形成することができ、ま
たは舌側に位置するブラケットは、唇側に誘導されたベース表面を有する弧線スロットを
含み、それによって弧線スロットの略凹面部分を形成することができるが、必須ではない
。
【０１４７】
　より具体的には、弧線スロットは、舌側に誘導された部分を含むことができ、この舌側
に誘導された部分はまた、近心－遠心方向に沿って延び、弧線スロットの少なくとも１つ
の平坦でない部分を画成する。望ましくは、湾曲および／または傾斜している唇側表面７
２１を有する湾曲および／または傾斜している弧線７２０により、垂直スロット７２５を
有する低いプロファイル（図３０Ｅ～３０Ｆおよび図３０Ｉ～３０Ｊ）または垂直スロッ
ト７２５をもたない非常に低いプロファイル（図３０Ｇ～３０Ｈおよび図３０Ｋ～３０Ｌ
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）を有するより審美的な外見のブラケットを提供することができる。弧線スロットは、ベ
ースの舌側表面、ベースの唇側表面、歯の唇側表面、またはその他に対して略平行に近心
－遠心方向に延びることができるが、必須ではないことを理解されたい。
【０１４８】
　弧線スロットの一部分は、弧線スロットの少なくとも１つの唇側に誘導された部分に対
して、ベース７１４に向かって舌側に誘導することができる。より具体的には、少なくと
も１つの唇側に誘導された部分は、弧線スロットの少なくとも１つの他方の近心－遠心方
向に位置する部分（たとえば、弧線スロット７２０の近心端および遠心端７９４）に対し
て唇側にずれまたは変位された頂端部分７９６を含むことができる。弧線スロットは、そ
の近心－遠心方向の長さに沿って一定の曲線半径または先細りを含むことができるが；可
変の曲線半径または可変の先細りも企図されることを理解されたい。望ましくは、頂端部
分７９６は、弧線スロットの中心部分（たとえば、ウイング間領域７２４）内に設けるこ
とができる。好ましくは、頂端部分７９６は、弧線スロットの中間に設けられ、したがっ
て弧線スロットは、図３０Ｆ、図３０Ｈ、図３０Ｊ、および図３０Ｌの横断面に示すよう
に対称形となる。しかし、頂端部分７９６は、弧線スロットに沿って近心端から遠心端ま
で様々な位置に設けることができ、または近心端および遠心端７９４の１つに設けること
ができることを理解されたい。さらに、弧線スロットは、ウイング間領域内に略平坦部分
を含む一方で、中心（たとえば、中間）の平坦部分に対して傾斜および／または湾曲する
ことができる舌側に誘導された端部を有することができることも理解される。
【０１４９】
　上記のように、弧線スロットのベース表面はまた、凹面部分を含むことができる。含ま
れるとき、弧線スロットベース表面の一部分は、弧線スロットベース表面の他方の部分に
対して、ブラケットのベースから離れて唇側に誘導することができる。これは、湾曲に沿
って、または傾斜して実現することができる。さらに、上記で論じたように、弧線スロッ
トベース表面のいずれの湾曲および／または傾斜部分も、弧線スロットのベースに沿って
、１つまたはそれ以上の部分に沿って（たとえば、縁部、反対側の縁部、中心部分、もし
くはその間、または弧線スロットのベース表面に沿ってその他の場所に）位置することが
できる。
【０１５０】
　図３１Ａ～３１Ｄは、図９Ａ～９Ｇに示す自己結紮歯科ブラケットの代替実施形態の様
々な図であり、舌側自由端１０２８ｓは、開いた止め溝１０４２ｓの舌側部分内に形成さ
れた舌側開口部１０６４ｓに旋回式に係合する。この特有の実施形態では、ロッキングク
リップ１０２６ｓは、略Ｊ字状の構成を含むことができ、フランジ部分１０６６を有する
変形可能フィンガ１０６２ｓを含むことができる。舌側空胴内に受け入れられた後、変形
可能フィンガは、フランジ部分の外縁部１０７０ｓと、咬合側タイウイング１０１８ｓの
それぞれの内部の近心側壁および遠心側壁１１３６ｓとの活動状態の係合のため、部分的
に応力を受けている状態のままとすることができ、閉位置にある間にロッキングクリップ
１０２６ｓの動き（たとえば、捩じれ、近心－遠心方向の動き、および／またはその他の
動き）を抑制するのを助ける。加えて、この活動状態の係合により、ロッキングの回転お
よび／またはブラケット本体に対するロッキングクリップの固定がさらに可能になる。
【０１５１】
　本明細書に記載のロッキングクリップは、ニッケルチタン合金などの超弾性部材から形
成することができ、したがって、ロッキング部材が比較的大きく変形した場合でも、負荷
に大きな変動はなく、弧線は超弾性体下で適度に押し下げることができることを理解され
たい。加えて、治療動作中の好ましい動作効率を維持することができる。たとえば、細い
円形の弧線から標準寸法の正方形の弧線までの範囲の弧線を、事実上同等の負荷でスロッ
ト内へ押し込むことができ、生体内で最適の力を用いた３次元制御が初期の治療から可能
になる。弧線の回復力に加えて、ロッキング部材が弧線を押し下げる力によって、補正力
ももたらされ、より程度が高い治療が可能になる。
【０１５２】
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　１つの特有の例では、ロッキングクリップは、３５～５５（たとえば、４０～５０）重
量％のＣｏ、１０～３０（たとえば、１５～２５）重量％のＮｉ、１０～３０（たとえば
、１５～２５）重量％のＣｒ、０．５～１５（たとえば、１～１０）重量％のＦｅ、０．
０１～１５（たとえば、０．１～１０）重量％のＷ、０．０１～１５（たとえば、０．１
～１０）重量％のＭｏ、および／または０．０１～１０（たとえば、０．１～５）重量％
のＴｉを含む合金から形成することができる。
【０１５３】
　本発明は、以下の特徴の１つまたはそれ以上を含むことができることを理解されたい。
すなわち：ベースは、最適の結合／剥離のために８０ゲージのマイクロメッシュパッドを
含むことができる；本体は、ひし形、正方形、または楕円形の形状の本体設計の形とする
ことができる；ロッキングクリップは、金属、プラスチック、または複合物とすることが
できる；ロッキングクリップは、弧線構成の形とすることができる；ロッキングクリップ
は、弧線の屈曲または類似の製造方法を利用することによって形成することができる；ロ
ッキングクリップは、スロット内で弧線を固定して歯の動きを引き起こすために力を加え
ることと、弧線の回転制御を加えるためにロッキングクリップ内で弧線特性の可撓性を維
持することとの間で最適の均衡を示すことができる；ロッキングクリップの縁部は、内側
または外側のヒンジ設計によって、使用者によって組み立てまたは分解されるのに十分な
弾性を維持することができる；ロッキングクリップは、下部のバーを簡単に絞って（たと
えば、鉗子を用いる）ロッキングクリップの圧縮および膨張を可能にすることによって、
挿入または取り外しすることができる；ロッキングクリップは、ヒンジ式の軸上の回転に
よって開閉することができる；ロッキングクリップは、１）ブラケットの本体内の側面の
斜面付近でロッキングクリップの弾性を利用することによって、ロッキングクリップを定
位置へロックするプッシュロック設計、２）ブラケットの本体内の頂部の斜面付近で、ロ
ッキングクリップに下方の力を示すロッキングクリップの弾性を利用することによって、
ロッキングクリップを定位置へロックするプッシュロック設計、３）ロッキングクリップ
を定位置で保持するブラケットの本体内の空胴を利用することによって、ロッキングクリ
ップを定位置へロックするプッシュロック設計、４）中心に位置するロッキング機構が、
本体のスロット内へ押し込まれると圧縮され、その後、本体の開いた空胴内のロック位置
へ広がるスナップ嵌め設計、および５）２つの横方向に位置するロッキング機構が、斜面
内へ押し込まれると圧縮され、その後、機構が斜面を通ったときにロック位置へ広がるス
ナップ嵌め設計という方法のいずれかによって、定位置へロックすることができる；ロッ
キングクリップ／本体アセンブリの機構に影響を与えることなく、ロッキングクリップと
しての弧線の最適の回転制御を近心方向または遠心方向に必要なだけ遠くまで延ばすこと
ができる；ロッキングクリップは、弧線に係合しながらブラケットベースの（たとえば、
弧線スロットの）幅全体にまたがり、したがって可能な限り最大のトルクを提供する；弧
線の歯肉側部分または咬合側部分のみに沿って接触線が連続する場合とは対照的に、ロッ
キングクリップと弧線との間の接点が２つしかないため（弧線の近心端および遠心端の歯
肉側および咬合側のコーナ）、システム内の摩擦が低い；弧線スロットは、弧線と弧線ス
ロットとの間の接触面積を最小にするため（場合により、任意の弧線寸法で組込トルクを
示すため）、底壁および／または側壁内に少なくとも１つの突起（たとえば、複数の突起
）および／または少なくとも１つの溝（たとえば、複数の溝）を有するように設計するこ
とができる；ロッキングクリップは、弧線と弧線スロットとの間の接触面積を低減させる
ため（場合により、任意の弧線寸法で組込トルクを示すため）、少なくとも１つの突起（
たとえば、複数の突起）および／または少なくとも１つの溝（たとえば、複数の溝）を有
するように設計することができる；ロッキングクリップは、システムのインアウト寸法を
一貫して保つため、材料（金属、セラミック、プラスチックなど）にかかわらず、任意の
タイプの本体と交換可能とすることができる；本出願の開閉機構は、自由に回転するヒン
ジとすることができる；ロッキングクリップを取り外す際、自己結紮ブラケットは、従来
の（２重の）ブラケットとして利用することができる；タイウイングは、結紮に使用する
ことができる；タイウイングは、最大のトルクを提供するために、外側へ広げることがで
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）点への力の直接並進運動が生じる；ロッキングクリップは、患者の治療時間を最適にす
るために、歯肉側コーナと咬合側コーナの両方で弧線に係合し、歯の上のＦＡ点へ直接並
進運動することができる；ロッキングクリップは、審美的な目的のため、プラスチックで
オーバーモールドまたはインサート成形することができる；ロッキングクリップおよび／
またはブラケットを形成するために使用される材料はプラスチックとすることができ、プ
ラスチックは、患者によって指示された任意の色とすることができる；成形プラスチック
と弧線との間の接触がゼロまたは実質的にゼロであるため、システムの低摩擦の特徴をや
はり維持することができる；ベースおよび本体は、審美的な材料、抗バイオフィルム材料
、またはそれらの両方（たとえば、銀のナノ粒子、ＰＥＧ）で被覆することができる；ブ
ラケットの本体は、ひし形、正方形、または楕円形の形状の本体と交換可能とすることが
できる；ベースは、配置精度および審美性を増大させるために辺縁隆線までの輪郭とする
ことができる（臼歯および小臼歯に適用することができる）；本体は、上顎切歯縁部の欠
落を低減させるため、柔軟なプラスチック材料でオーバーモールドすることができる（望
ましくは、中心および側方ブラケット内）；上顎切歯縁部の欠落を低減／解消するため、
柔軟なプラスチック材料から形成されたキャップおよび／またはカバー部分をブラケット
に装着することができる；キャップおよび／またはカバー部分は、第１の治療段階後に取
り外すことができる；ならびにこれらの任意の組合せ。
【０１５４】
　複数の構成要素もしくは工程の機能もしくは構造を組み合わせて単一の構成要素もしく
は工程にすることができ、または１つの工程もしくは構成要素の機能もしくは構造を複数
の工程もしくは構成要素の間で分割することができることがさらに理解される。本発明は
、これらの組合せのすべてを企図する。本明細書に記載の様々な構造の寸法および形状は
、本発明を限定しようとするものではなく、他の寸法または形状も可能である。方向への
言及は、説明を分かりやすくするためのものであり、決して本発明の範囲を限定するもの
ではない。他の実施形態では、方向への言及は、様々に図示、開示、または配置した構成
とは異なることができる。また、本明細書で使用した用語および術語は、説明を目的とす
るものであり、限定的と見なされるべきではないことを理解されたい。加えて、本発明の
特徴について、例示の実施形態の１つのみの文脈で記載したが、そのような特徴は、任意
の所与の適用分野に対して、他の実施形態の１つまたはそれ以上の他の特徴と組み合わせ
ることができる。また、上記から、本明細書に特有の構造およびその動作を製作すること
は、本発明による方法も構成することを理解されたい。本発明はまた、本明細書の方法の
実行に起因する中間および最終生成物も包含する。「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」ま
たは「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」の使用はまた、記載の特徴「本質的にからなる（ｃ
ｏｎｓｉｓｔ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）」または「からなる（ｃｏｎｓｉｓｔ　
ｏｆ）」実施形態も企図する。
【０１５５】
　本明細書に示した説明および例示は、本発明、その原理、およびその実際上の適用分野
について、当業者に知らせるためのものである。当業者であれば、特定の使用要件に最も
よく適するように、本発明を多数の形態で適合および適用することができる。したがって
、記載の本発明の特有の実施形態は、本発明を排他または限定しようとするものではない
。したがって、本発明の範囲は、上記の説明を参照して判断されるべきではなく、添付の
特許請求の範囲を参照しながら、そのような特許請求の範囲が与えられる均等物の全範囲
に沿って判断されるべきである。特許出願および特許公報を含むすべての記事および参照
文献の開示は、あらゆる目的で参照によって組み入れる。
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